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第69回 全国人権・同和教育研究大会
ご 案 内

公益社団法人全国人権教育研究協議会
第69回全国人権・同和教育研究大会島根県実行委員会

主　催

差別の現実から深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう
～部落問題を解決し、人権文化の創造をはかるために、

同和教育の充実と発展を通して人権教育・人権啓発を構築していこう～

テーマ

2017年12月2日（土）・3日（日） と き 5，000円大会会費
（参加資料代）

地元大会テーマ

しまね発 縁
えにし

と絆
きずな ～広げよう 深めよう 人権文化～

全体会会場 くにびきメッセ 大展示場 松江市学園南1丁目2番1号
（島根県立産業交流会館）

分科会会場 松江市内公共施設等　出雲市内公共施設等
特別部会会場（特別分科会・展示と交流） くにびきメッセ （松江市）

ところ

公益社団法人　全国人権教育研究協議会事務局
〒 541-0059　大阪市中央区博労町 1-4-10　702 号
TEL 06-6264-1891　FAX 06-6264-1893　E-mail ：office@zendokyo.com

第 69 回全国人権・同和教育研究大会島根県実行委員会事務局
〒 698-0024　島根県益田市駅前町 34-6　島根県人権教育研究協議会内
TEL 0856-23-4488　FAX 0856-23-4487　E-mail ：s-jinkyo@mx.miracle.ne.jp

連
　
絡
　
先

日　程

＊特別部会は別日程

受付 オープニング 開会・全体会 昼食
移動

4 分科会
（18 分散会場で同時に開催）

8：30 9：00 9：30 11：30 13：30 16：30

受付 4 分科会
（18 分散会場で同時に開催）

昼食 4 分科会
（18 分散会場で同時に開催）

15：3013：0012：009：309：00

12月2日（土）

12月3日（日）
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◇◇　後　援　◇◇
文部科学省　島根県　島根県教育委員会　島根県市長会　島根県町村会　島根県市町村教育委員会連合会
島根県都市教育長会　島根県町村教育長会　松江市　松江市教育委員会　浜田市　浜田市教育委員会
出雲市　出雲市教育委員会　益田市　益田市教育委員会　大田市　大田市教育委員会　安来市
安来市教育委員会　江津市　江津市教育委員会　雲南市　雲南市教育委員会　奥出雲町
奥出雲町教育委員会　飯南町　飯南町教育委員会　川本町　川本町教育委員会　美郷町　美郷町教育委員会
邑南町　邑南町教育委員会　津和野町　津和野町教育委員会　吉賀町　吉賀町教育委員会　海士町
海士町教育委員会　西ノ島町　西ノ島町教育委員会　知夫村　知夫村教育委員会　隠岐の島町
隠岐の島町教育委員会　島根県同和教育推進協議会連合会　社会福祉法人島根県社会福祉協議会
島根県隣保館連絡協議会　島根県公立高等学校長協会　島根県特別支援学校長会　島根県中学校長会
島根県小学校長会　島根県国公立幼稚園・こども園長会　島根県私立高等学校長会
島根県私立中学高等学校連盟　一般社団法人島根県私立幼稚園連合会　島根県保育協議会　島根県教育研究会
島根県特別支援学校教育研究会　島根県幼児教育研究会　島根県高等学校等人権・同和教育研究協議会
島根県人権・同和教育研究会　島根県高等学校 PTA 連合会　島根県 PTA 連合会
島根県特別支援学校 PTA 連合会　島根県幼稚園・こども園 PTA 連合会
島根県私立中学高等学校 PTA 連合会　公益財団法人日本教育公務員弘済会島根支部
一般財団法人島根県教職員互助会　島根県退職公務員連盟　島根県退職校長園長会
部落解放同盟島根県連合会　全日本同和会島根県連合会　全日本自治団体労働組合島根県本部
島根県職員連合労働組合　島根県高等学校教職員組合　島根教職員組合 ( 日教組島根 )
島根県学校事務職員労働組合　島根県私立学校教職員組合連合 ( 島根私教連 )
フォーラム平和・人権・環境しまね　日本労働組合総連合会島根県連合会 ( 連合島根 )
山口県人権・同和教育研究協議会　広島県同和教育研究協議会　岡山県人権教育研究協議会
鳥取県人権教育推進協議会　国立大学法人島根大学　島根県立大学　松江市地域人権教育推進協議会連合会
社会福祉法人松江市社会福祉協議会　松江市企業等同和問題研修推進連絡協議会　松江市中学校長会
松江市小学校長会　松江市幼稚園・こども園長会　松江市教育研究会　松江市保育研究会　松江市 PTA 連合会
出雲市同和教育・啓発推進会議　社会福祉法人出雲市社会福祉協議会　出雲市中学校長会　出雲市小学校長会
出雲市公立幼稚園・こども園長会　出雲市教育研究会　出雲市保育協議会　出雲市 PTA 連合会
朝日新聞松江総局　山陰中央新報社　島根日日新聞社　新日本海新聞社　中国新聞松江支局
日本経済新聞松江支局　毎日新聞松江支局　読売新聞松江支局　NHK 松江放送局　株式会社山陰放送
山陰中央テレビジョン放送株式会社　日本海テレビ放送　株式会社エフエム山陰
出雲ケーブルビジョン株式会社

◇◇　助　成　◇◇　公益財団法人日本教育公務員弘済会島根支部

◆◆　全体会及び分科会の構成　◆◆
【開会全体会】 開会行事・基調提案・特別報告を行い、大会の意義を確認します。
【分　科　会】 学校教育部会・社会教育部会・特別部会に分かれて、下記のテーマでそれぞれ分科会、

分散会を行います。

第１分科会 ［人権確立をめざす教育の創造］ ８分散会
部落問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決をめざす教育をどう創造しているか

第２分科会 ［自主活動］ ２分散会
子どもたちの自主的な活動と学習をどのように保障しているか

第３分科会 ［進路・学力保障］ ３分散会
子どもたちの未来を拓く進路・学力保障をどうすすめているか

学校教育部会
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第４分科会 ［人権確立をめざすまちづくり］ ５分散会
－地域の教育力・子ども会活動・啓発活動・学習活動・識字運動・文化創造－
部落問題をはじめとするさまざまな人権問題の解決をめざすまちづくりをどうすすめているか

社会教育部会

特別分科会 「広げよう 深めよう ともにつながる人権文化」をテーマにして、講演形式で行います。

展示と交流 「しまねの人権文化」と題して行います。展示では、人権課題・部落問題解決に向けた島根県内のさま
ざまな団体の取り組み（啓発活動や実践）を、パネルや映像などで紹介します。また、「しまねの人
権文化」に直接ふれていただけるようにワークショップなどの交流も行います。

特 別 部 会

◆◆　分科会に提出される実践報告に関して　◆◆
１　分科会における報告討論は、全国人権教育研究協議会加盟の各都府県市人権・同和教育研究協議会から選出さ

れた実践報告者の研究・実践をもとにして行います。

２　各実践報告者の報告要旨は「研究大会報告・資料集」として印刷・製本し、研究大会当日に「大会参加券」（資
料引換券・領収書含む）と引き換えに参加者にお渡ししますので、討議資料としてご利用ください。

３　「研究大会報告・資料集」に掲載された報告要旨以外に、実践報告者が分散会参加者に報告内容をより深く理
解してもらうために、補助資料として「持ち込み資料」を用意することがありますが、これについては用意す
る部数に限りがありますので、必ずしもその分散会参加者全員にいきわたらない場合があります。「持ち込み
資料」不足の場合でも増刷は行いませんので、その旨あらかじめご了承ください。

◆◆　大会参加時の手続きに関して　◆◆
１　どなたでもご自由に参加していただくことができますが、大会会費（参加資料代）納入のない参加は一切認め

られません。

２　「大会参加券」（資料引換券・領収書含む）は、JTB を通して大会前に大会会費（参加資料代）5,000 円を納
入して受け取り、大会当日に全体会・分科会会場に必ずお持ちください。

　　「大会参加券」（資料引換券・領収書含む）は、大会前にできるだけ早めに購入してください。

○ 大会当日に全体会・分科会会場にて「大会参加券」（資料引換券・領収書含む）を購入いただけるように準備は
いたしますが、できるだけ大会前に上記の方法で購入いただきますようお願いします。

○ 不明な点がありましたら、全国人権教育研究協議会事務局までお問い合わせください。

＊インターネットによる購入
　JTB の予約サイトより購入できます。詳しくは 10 ページをご覧ください。
　弁当、宿泊の予約をされない方も、大会参加券の購入ができます。

16：30

第２講座
展示・ワークショップ等

第５講座

特別分科会

展示と交流

15：00

受付 第３講座
10：40

第４講座
12：30

昼食・休憩
13：30

12：00 13：10

受付 第１講座
14：40

休憩
15：00

展示・ワークショップ等

１２月2日
（土）

１２月3日
（日）

特別分科会

展示と交流

8：30 9：10

休憩
11：00



4

３　大会当日、受付で「大会参加券」（資料引換券・領収書含む）と引き換えに「第 69 回研究大会報告・資料集」
等の資料を受け取ってください。

４　大会に参加される際には、「大会参加券」（資料引換券・領収書含む）に大会参加者名等を記入のうえ、それぞ
れの会場の受付に必ず提出してください。

５　分科会に参加される際に、手話通訳を必要とされる方は、10 月 31 日までに全国人権教育研究協議会事務局
までご連絡ください。

◆◆　その他　◆◆
１　分科会場での報告や討議は、これまでの研究大会の積み重ねのうえにたって行われますので、大会参加にあたっ

ては、全人教 2017 年度『研究課題』及び「第 69 回全国人権・同和教育研究大会分科会『討議課題』」等を
あらかじめご一読のうえご参加ください。
＊なお、上記『研究課題』『討議課題』は、全人教広報誌・月刊同和教育「であい」6 月号 (No.663)・8 月号

(No.665) に掲載されています。また、昨年度開催の第 68 回大会分散会のまとめは、全人教広報誌・月刊
同和教育「であい」2016 年度 1 ～ 3 月号 (No.658 ～ 660) に掲載されています。お求めになりたい場合は、
全国人権教育研究協議会事務局までお問い合わせください。

２　大会期間中、全体会場及び分科会場で、主催者が認めた書籍・資料等の展示と実費頒布を行いますので、ご活
用ください。ただし、許可のないビラ、署名、カンパなどは一切認められませんのでご了承ください。

３　全体会・分科会会場での写真・動画撮影・録音は加盟人同教からの申請に基づく事前登録が必要です。登録の
ない写真・動画撮影・録音は禁止します。特別分科会では、写真・動画撮影・録音を禁止します。

４　会場によって、車いす用トイレが少し離れた位置にある会場があります。ご利用の際、案内・お手伝いをご希
望の方は実行委員会運営要員にお知らせください。

５　会場内では食事ができない場所もあります。会場での指示にしたがってください。

６　体育館の分科会会場では、上履きが必要になりますので、ご準備ください。詳細は 5 ページの会場一覧をご
覧ください。

７　分科会会場への直接の問合せはご遠慮ください。緊急の連絡などは大会本部（080-5364-1770）までご連絡
ください。

８　車以外での移動が困難な参加者の方には、駐車場スペースを用意いたしますが、数に限りがありますので、ご
利用になる方は 10 月 31 日までに全国人権教育研究協議会事務局までご連絡ください。

９　貸し切りバス・マイクロバスで全体会場（くにびきメッセ）に来られる方の乗降、駐車場は、事前予約してく
ださい。（14 ページ）

10　分科会会場への交通機関は 6 ～ 9 ページをご覧ください。

11　各会場周辺には、飲食できる施設はあまりありません。

12　全体会会場であるくにびきメッセ（島根県産業交流館）、及び各分科会（分散会）会場付近には、島根県立出
雲工業高校を除いて、今大会参加者用に確保した乗用車の専用駐車場はありません。公共交通機関等のご利
用をおすすめいたします。

大会要項等その他のお知らせは、「第 69 回全国人権・同和教育研究大会」ホームページでご覧ください。

URL　https://www.69zenjinkyo.com/
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第 69 回全国人権・同和教育研究大会　全体会・分科会（分散会）会場一覧

部
会 分科会

分
散
会

会場名称 所在地 最寄り駅からの移動・距離等 地図
記号

バリア
フリー
トイレ

備考

開会全体会
くにびきメッセ
（島根県立
産業交流会館）

大展示場 松江市
学園南 1-2-1

JR 松江駅より 850 ｍ
バス停「くにびきメッセ」すぐ Ａ① ○

学
校
教
育
部
会

第
１
分
科
会

人
権
確
立
を
め
ざ
す
教
育
の
創
造

1

くにびきメッセ
（島根県立
産業交流会館）

多目的
ホール

松江市
学園南 1-2-1

JR 松江駅より 850 ｍ
バス停「くにびきメッセ」すぐ Ａ① ○2 小ホール

3 国際会議場

4 島根県民会館 大会議室 松江市
殿町 158

JR 松江駅より 1.8km
バス停「県民会館前」すぐ Ａ② ○

5
島根県市町村
振興センター

（タウンプラザしまね）
大会議室 松江市

殿町 8-3
JR 松江駅より 1.6km
バス停「京橋」150m Ａ③ ○

6
松江勤労者

総合福祉センター
（松江テルサ）

テルサ
ホール

松江市
朝日町 478-18 JR 松江駅よりすぐ Ａ④ ○

7 島根県労働会館 大会議室 松江市
御手船場町 557-75 JR 松江駅より 350m Ａ⑤ ○

8
松江市

市民活動センター
（スティックビル）

交流ホール 松江市
白潟本町 43

JR 松江駅より 700m
バス停「天神町」すぐ Ａ⑥ ○

第
２
分
科
会

自
主
活
動

1 松江市
総合福祉センター 大ホール 松江市

千鳥町 70
JR 松江駅より 2.5㎞
バス停「松江しんじ湖温泉駅」600m Ａ⑦ ○

2 ホテル白鳥 鳳凰の間 松江市
千鳥町 20

JR 松江駅より 2㎞
バス停「松江しんじ湖温泉駅」すぐ Ａ⑧ ○

第
３
分
科
会

進
路
・
学
力
保
障

1

島根大学
松江キャンパス

大学ホール

松江市
西川津町 1060

JR 松江駅より 2.7㎞
バス停「島根大学前」すぐ Ａ⑨ ○2 604 教室

3 20 番教室

社
会
教
育
部
会

第
４
分
科
会

人
権
確
立
を
め
ざ
す
ま
ち
づ
く
り

1 ビッグハート出雲 白のホール 出雲市
駅南町 1-5 JR 出雲市駅南口すぐ Ｂ⑩ 〇

2 パルメイト出雲 パルメイト
ホール

出雲市
今市町 2065 JR 出雲市駅北口 100m Ｂ⑪ 〇

3 出雲市立
今市小学校 体育館 出雲市

今市町 2-1-1
JR 出雲市駅より 1.2㎞
バス停「出雲市役所前」500m Ｂ⑫ 〇 上履き

必要

4 出雲市立
第二中学校 体育館 出雲市

塩冶町 1501 JR 出雲市駅より 600m Ｂ⑬ 〇 上履き
必要

5 島根県立
出雲工業高等学校 体育館 出雲市

上塩冶町 420

JR 出雲市駅より 2.1km
バス停「出雲工業高校前」すぐ
バス停「上塩冶車庫」700m

Ｂ⑭ 〇
上履き必要
駐車場
200 台あり

特
別
部
会

特別分科会 くにびきメッセ
（島根県立
産業交流会館）

大展示場
松江市

学園南 1-2-1
JR 松江駅より 850 ｍ
バス停「くにびきメッセ」すぐ Ａ① ○

展示と交流 501 会議室
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大橋川

37

37

21

37

22

21

261

227

253

260

431

431

431

431

GS● ●
イオン
松江店

●GS

松江地方合同庁舎●

山陰合同銀行
●　

松江市
総合体育館
●

マクドナルド
●

●〒

GS●

●
イオン菅田店

松江城
●

島根県庁●

島根県警察本部●

松江市役所●

●田野産婦人科医院

菅田公園
●

島根大学教育
学部附属中●

島根県立松江北高●

松江市立城北小●

キャスパル●

松江駅

A①  くにびきメッセ
（島根県立産業交流会館）
A①  くにびきメッセ

（島根県立産業交流会館）

A⑤ 島根県労働会館A⑤ 島根県労働会館

A⑦ 松江市
総合福祉センター
A⑦ 松江市
総合福祉センター

A⑧ ホテル白鳥A⑧ ホテル白鳥

A⑥ 松江市市民活動センター
（スティックビル）

A⑥ 松江市市民活動センター
（スティックビル） A④ 松江テルサ

（松江勤労者総合福祉センター）
A④ 松江テルサ

（松江勤労者総合福祉センター）

A② 島根県民会館A② 島根県民会館

A⑨ 島根大学
松江キャンパス
A⑨ 島根大学
松江キャンパス

A③ 島根県市町村振興センター
（タウンプラザしまね）

A③ 島根県市町村振興センター
（タウンプラザしまね）

松江会場地図（広域）A
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21

21 21

22 22

21 21

21

260

26037

37

227

260

エディオン●

●
保健センター

労働会館●

●松江市
　総合体育館

島根県警察本部●

島根県
武道館
●

興雲閣
●

●松江城 ●
松江
歴史館

島根県
物産観光館
●

カラコロ工房
●

島根県
観光連盟
●

●
島根県立
図書館

26037

37

227
島根県警察本部●

島根県
武道館
●

興雲閣
●

●松江城 ●
松江
歴史館

島根県
物産観光館
●

カラコロ工房
●

島根県
観光連盟
●

●
島根県民会館

●
島根県立
図書館

松江税務署●

パークアンドライドP
　くにびき駐車場　

●
舩玉稲荷神社

●松江市
　北庭球場

●はるやま

●マクドナルド

●
ケンタッキー
フライドチキン

大橋川

大橋川

大橋川

大橋川

大橋川

大橋川

大橋川

大橋川

朝
酌
川

松江駅
●日本年金機構

●釣具のポイント

●一畑百貨店

エディオン●

くにびきメッセ
●松江地方　

合同庁舎●

東横INN
●

労働会館●

●松江プラザホテル

明治安田生命
松江駅前ビル

●

松江エクセル
ホテル東急
●

松江駅
●日本年金機構

●釣具のポイント

●一畑百貨店

エディオン●

くにびきメッセ
●松江地方　

合同庁舎●

松江テルサ本館●

東横INN
●

●松江プラザホテル

明治安田生命
松江駅前ビル

●

松江エクセル
ホテル東急
●

37

21

37

227
227

261

431

431

431

431

431

431

431

皆美館●

●大念寺

善導寺
●

ホテル白鳥
●

ホテル一畑
●

ホテル一畑
●

松江市役所
●

パソコン工房●

●たまき

●万代書店

●
ファミリーマート

●ミスター
　タイヤマン

●イオン菅田店
GEO●

極楽寺●

ローソン
●

ジュンテンドー●

ヴェルデ●

●今井書店

●餃子の王将

●ドラッグストア
　ウェルネス

須衛都久神社●

白潟公園
●

山陰合同銀行
●

宍道湖しじみ館
●すいてんかく●

山陰合同銀行●

白潟公園
●

●
みずほ銀行

●
三井生命ビル

松江しんじ湖
温泉駅 松江しんじ湖

温泉駅

●〒●〒●〒

くにびきメッセくにびきメッセ

島根県民会館島根県民会館

タウンプラザしまねタウンプラザしまね

松江テルサ松江テルサ

労働会館労働会館

スティックビルスティックビル

島根大学
松江キャンパス
島根大学
松江キャンパス

ホテル白鳥ホテル白鳥

松江市総合福祉センター松江市総合福祉センター

A① くにびきメッセ
（島根県立産業交流会館）
〒690-0826 島根県松江市学園南1-2-1
JR松江駅より850ｍ
バス停「くにびきメッセ」すぐ

A③ 島根県市町村振興センター
（タウンプラザしまね）
〒690-0887 島根県松江市殿町8-3
JR松江駅より1.6km
バス停「京橋」150m

〒690-0887 島根県松江市殿町158
JR松江駅より1.8km
バス停「県民会館前」すぐ

A② 島根県民会館

A④ 松江テルサ
（松江勤労者総合福祉センター）
〒690-0003　松江市朝日町478-18
JR松江駅よりすぐ

A⑥ 松江市市民活動センター
（スティックビル）
〒690-0061 島根県松江市 白瀉本町43番地 STICビル
JR松江駅より700m
バス停「天神町」すぐ

〒690-0007 島根県松江市御手船場町557－7
JR松江駅より350m

A⑤ 島根県労働会館

A⑦ 松江市総合福祉センター
〒690-0852 島根県松江市千鳥町７０
JR松江駅より2.5㎞
バス停「松江しんじ湖温泉駅」600m

A⑧ ホテル白鳥
〒690-0874 島根県松江市千鳥町20
JR松江駅より2㎞
バス停「松江しんじ湖温泉駅」すぐ

A⑨ 島根大学松江キャンパス
〒690-8504 島根県松江市西川津町1060
JR松江駅より2.7㎞バス停
「島根大学前」すぐ

松江会場地図（周辺）
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出雲会場地図

B⑩ ビッグハート出雲
〒693-0008 島根県出雲市駅南町１丁目５
JR出雲市駅南口すぐ

B

出雲市駅
　ドラッグストア
●ウェルネス

●
日本年金機構
出雲年金事務所 ●GS

いちご調剤薬局
● ●ローソンモスバーガー●

ホテルα－１出雲●

ジュンテンドー
●

●出雲駅前温泉
　らんぷの湯

●
一畑百貨店 

●
しーじゃっく

ＪＡしまね出雲葬祭センター●

●
出雲グリーンホテル

モーリス

277

B⑩ ビッグハート出雲B⑩ ビッグハート出雲

B⑪ パルメイト出雲
〒693-0001 島根県出雲市今市町２０６５
JR出雲市駅北口100m

出雲市駅
　ドラッグストア
●ウェルネス

●
日本年金機構
出雲年金事務所 ●GS

いちご調剤薬局
●

出雲市民病院
●

●ローソン

●今岡旅館

モスバーガー●

ホテルα－１出雲●

ジュンテンドー
●

●出雲駅前温泉
　らんぷの湯

●
一畑百貨店 

●
ＪＡしまね

出雲葬祭センター

●
出雲グリーンホテル

モーリス

277

B⑬ 出雲市立第二中学校B⑬ 出雲市立第二中学校
B⑪ パルメイト出雲B⑪ パルメイト出雲

B⑫ 出雲市立今市小学校
〒693-0002  島根県出雲市今市町2-1-1
JR出雲市駅より1.2㎞
バス停「出雲市役所前」500m

出雲市役所
●

ラピタ
本店
●

●山陰合同銀行出雲支店

山陰道

出雲ナザレン教会●

●出雲中央通郵便局

276

27

B⑫ 出雲市立今市小学校B⑫ 出雲市立今市小学校

B⑭ 島根県立出雲工業高等学校
〒693-0022 島根県出雲市上塩冶町４２０
JR出雲市駅より2.1km
バス停「出雲工業高校前」すぐ
バス停「上塩冶車庫」700m

B⑬ 出雲市立第二中学校
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町１５０１
JR出雲市駅より600m

出雲市駅
　ドラッグストア
●ウェルネス

●
日本年金機構
出雲年金事務所 ●GS

いちご調剤薬局
●

出雲市民病院
●

●ローソン

●今岡旅館

モスバーガー●

ホテルα－１出雲●

ジュンテンドー
●

●出雲駅前温泉
　らんぷの湯

●
一畑百貨店 

●
しーじゃっく

●
ＪＡしまね

出雲葬祭センター

●
出雲グリーンホテル

モーリス

277

B⑬ 出雲市立第二中学校B⑬ 出雲市立第二中学校 B⑪ パルメイト出雲B⑪ パルメイト出雲

B⑩ ビッグハート出雲B⑩ ビッグハート出雲

●〒

えんや保育園●●
塩冶幼稚園

●
出雲市立塩冶小

ファッションセンター
しまむら
●

グッディー
●

●出雲自動車学校

●島根大学
　医学部附属病院

神戸川

277

277

277

26

184

B⑭ 島根県立
出雲工業高等学校
B⑭ 島根県立

出雲工業高等学校

277

277

277

277

27

26

184

184

出雲市駅 電鉄出雲市駅

ラピタ本店●

出雲市役所●

松江地方裁判所
出雲支部

●

●ホテルながた

GS●

GS●

GS●

●塚山古墳

小林病院●

出雲地方合同庁舎●

出雲医療看護専門学校●

●ひまわり第2保育園

●出雲自動車学校

●島根大学医学部
　附属病院

●出雲市立塩冶小

塩冶幼稚園●

フーズマーケットホック
●

えんや保育園●

B⑫出雲市立
　  今市小学校
B⑫出雲市立
　  今市小学校

B⑪パルメイト出雲B⑪パルメイト出雲

B⑩ビッグハート出雲B⑩ビッグハート出雲

B⑬出雲市立
　  第二中学校
B⑬出雲市立
　  第二中学校

B⑭島根県立
　  出雲工業高等学校
B⑭島根県立
　  出雲工業高等学校

（広域）
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850m
バス代170円

850m
バス代170円

850m

850m

850m
バス代　150円

850m
バス代　210円

850m
バス代　210円

850m
バス代　210円

850m JR
バス代　150円バス　10分

第６９回全国人権・同和教育研究大会　分科会会場移動　くにびきメッセ起点

松江駅
A②　島根県民会館

1.6km

バス　12分
1.8km

徒歩　　1.5km

松江駅 1.6km
バス　10分

A③　タウンプラザしまね

900m
A④　松江テルサ

松江駅 隣接

1.2km
A⑤　島根県労働会館

松江駅 350m

1.6km
A⑥　松江市市民活動
　　　センター松江駅 700m

バス　6分

2.7km
A⑦　松江市総合福祉
　　　センター松江駅 2.5km

バス　23分

A⑨　島根大学
松江駅 2.7km

バス　30分

2.1km
A⑧　ホテル白鳥

松江駅 2km
バス　23分

松江駅 出雲市駅

100m B⑪　パルメイト出雲

1.2km B⑫　出雲市立今市小学校

B⑩　ビッグハート出雲隣接

2.1km

バス代　200円
2.1km B⑭　島根県立出雲工業高校

バス　20分

バス代　150円
600m B⑬　出雲市立第二中学校

く
に
び
き
メ
ッ
セ

松江駅～出雲市駅JR利用
普通　約45分　  580円
特急　約25分　1330円
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大会参加・ご宿泊・お弁当・貸切バス駐車場 お申込みのご案内
　「第 69 回全国人権・同和教育研究大会」ご参加の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申
し上げます。平素は当社に対しまして、格別なるご愛顧を賜り厚くお礼申し上げますとともに、この度「第 69 回
全国人権・同和教育研究大会｣ が島根において開催されますことを心よりお祝い申し上げます。
　この度私ども（株）JTB 中国四国松江支店が、大会に参加される皆様方のご便宜をお図りするため、大会参加受付・
ご宿泊・お弁当・貸切バス駐車場のお手伝いをさせていただく運びとなりました。大会のご成功をお祈りし皆様の
ご来県とご利用を心よりお待ち申し上げております。

（株）JTB 中国四国松江支店

１. 大会へのご参加に際して
（１）本事項「大会参加・宿泊・お弁当・貸切バス駐車場 お申込のご案内」をご参照ください。

（２）今大会は、インターネットを利用した申込受付（大会参加・宿泊・お弁当・貸切バス駐車場）を中心として
おります。
大会参加券(＠5,000円)の当日購入もできますが、大会参加券を事前に申込（購入）いただくことができます。
お申込みと同時に宿泊施設も確定いたします。下記の手順に沿ってお申込みください。

※インターネット環境が整っていない方もお申込みいただけるよう、ＦＡＸ・郵便でのお申込みもご用意し
ておりますが、インターネットお申込みと異なりＦＡＸ・郵便のお申込みはご回答までに２～３週間のお
時間を頂戴いたします。受付は先着順となりますので、ご希望に沿えない場合もございます。予めご了承
ください。

２. インターネットお申込み
（２）申込期間／締切日

2017年8月25日（金）10：00から2017年10月18日（水）17：30
※ 10 月 18 日（水）17：30 以降は自動的に受付停止の予定です。出来るだけ早くお申込みください。
※宿泊につきましては、満室になり次第締め切らせていただきます。

https://secure.jtbcom.co.jp/69zenjinshimane/
「全国人権教育研究協議会」・「第 69 回全国人権・同和教育研究大
会」ホームページからもアクセスできます。

個人情報の取扱いについて承認後、
代表者個人情報登録画面へ進みます。

大会申込方法

申込 URLへアクセスし
【新規申込】をクリック

【新規申込画面へ進む】を
クリック

↓

↓
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お申込連絡担当者情報の登録
貸切バスでお越しの場合は、必ず該当の日にち・車種の欄に台数
を入力してください。( 松江市内のみ )
大会参加券の受取りができる住所をご登録ください。

【登録内容の確認画面へ】 お申込み内容にお間違いがないかご確認ください。

【確定する】
ここで登録したログインＩＤは、決済処理実行前の変更・取消を
する際のログイン時に必要となりますので、必ずお控えください。
また、ログイン時に必要なパスワードは登録していたメールアド
レスに送信されます。

【参加者を登録する】をクリックし入力
【登録内容の確認画面へ】

登録内容を確認後、【確定する】をクリック

宿泊・弁当の申込を希望される方は
【宿泊・弁当の申込をする】をクリック

【確認する】をクリック
申込内容を確認後【確定する】

【確認書を発行する】をクリックし
PDF データにてお申込み内容を

ご確認ください

参加者の登録を増やす場合は
【別の参加者を登録する】をクリックし、

参加者の登録をお願いします。

参加者情報欄に「お名前」「フリガナ」の入力と「参加区分」の 
選択をしてください。

ご希望日の≪宿泊≫≪弁当≫をご選択ください。
ツイン・トリプル・和室ご利用の方は、別の参加者を登録後、必
ず同室者をご選択ください。

別の参加者を登録されない方は【申込内容確認書】にて申込内容
を確認後、【ご旅行代金を決済する】をクリックしていただき決
済処理を行ってください。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓
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【請求書発行】をクリック

【宿泊券・弁当券（PDF）】の発行

申込確認・変更

送付物について

【ご旅行代金を決済する】をクリック
【次へ進む（決済情報入力画面へ）】を

クリックし【決済処理を実行する】

支払方法は銀行振込のみとなります。
決済処理を実行されますと、インターネットからの予約の変更・ 
取消はできません。ご注意願います。

振込先の口座情報の記載がございます。
1 週間以内にお振込みをお願いします。

大会参加券を事前にご購入の方は、11 月 22 日 ( 水 ) までにお届
けいたします。

※お支払い ( お振込み ) は、大会参加券代金も含めて全額一括でご入金ください。なお、振込手数料はお客様ご負担にてお願
い申し上げます。（詳細は「４．お支払い方法」をご確認ください）

※大会参加券を事前にご購入の方は、入金確認後、11 月 22 日 ( 水 ) までにお届けいたします。
※大会参加券代金につきましては、入金後のご返金はできません。予めご了承ください。
※当日、大会参加券をお忘れになっても再発行はできません。再度ご購入いただくことになります。
※全人教島根大会受付デスク ( ＪＴＢ中国四国松江支店 ) から請求書や宿泊券・弁当券の送付はございません。ご自身でインター

ネットより請求書や宿泊券・弁当券をダウンロードし、宿泊券・弁当券は印刷していただき、切り離して当日お持ちください。

ご入金後、約１週間で【宿泊券・弁当券 (PDF)】が発行できます。
再ログインの上、【宿泊券・弁当券 (PDF)】をクリック、宿泊券・
弁当券を印刷していただき、切り離して当日お持ちください。

ログインしていただき、確認・変更をお願いします。
決済処理を実行すると、インターネットからの予約の変更・取消
はできません。ご注意願います。
決済後でも、新規の「参加者の追加」登録、既にお申込み済みの
方の「バス駐車場」「宿泊」「弁当」追加登録、既にご登録済みの
方の「お名前の変更」はできます。↓

↓

↓

↓

【 全 人 教 島 根 大 会 受 付 デ ス ク 】

㈱ JTB 中国四国松江支店 担当：宮
み や き

木／水
みず

／ 楠
くすのき

FAX 送信先：0852-23-7739　 ※お間違えのないよう送信をお願いします。

郵送先：〒 690-0003 島根県松江市朝日町 498-6 松江駅前第一生命ビル 2 階
ＴＥＬ：0852-23-6720　 ※営業日：平日 9：30 ～ 17：30（休業日：土・日曜日、祝日）
E-Mail：69zenjinshimane@cs.jtb.jp

総合旅行業務取扱管理者：宮木 敏行
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、 担当者からの説明
にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

＜承認番号： 170616 ＞

３. ＦＡＸ、または郵送お申込み
（１）お申込み・お問合せ先
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５．変更・取消 ≪重要≫（インターネット・ＦＡＸ・郵送 各お申込み共通）

※お電話での変更・取消等は受付できませんので、ご了承ください。

（１）インターネットお申込み
　　 決済処理前の変更・取消……インターネットで変更・取消ください。
　　 決済処理後の変更・取消……ＦＡＸ又はメールにて変更・取消内容をお知らせください。

（２）ＦＡＸ・郵送お申込み……既にお申込み済の「大会参加・宿泊・弁当・貸切バス駐車場申込書」に加筆訂正の上、
ＦＡＸ、または郵送にてお知らせください。

４．お支払い方法（インターネット・ＦＡＸ・郵送 各お申込み共通）

（１）大会参加費も含めて全額一括でご入金ください。なお、振込手数料はお客様ご負担にてお
願い申し上げます。

（２）期限までにお振込みが確認できない場合、予約が取消される場合がございます。ご注意ください。

（３）お振込みの際は、振込名義人欄へ申込番号（例：A000001）と申込代表者名をご入力（ご記入）ください。

（４）振込先

（２）申込期間 / 締切日
2017年8月25日（金）10:00から2017年10月18日（水）17:30
※ＦＡＸお申込みは日時の厳守を、郵送お申込みは 10 月 18 日（水）必着でお願い致します。

（３）お申込み方法
①本事項最終ページ添付の「大会参加・宿泊・弁当・貸切バス駐車場申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ、

または郵送にてお申込みください。
宿泊のお申込みがある場合、必ず第２希望、第３希望までご記入ください。
宿泊の受付は先着順となりますのでご希望に添えない場合もございます。
ご希望のホテルが全て満室の場合、代案として他のホテルや異なった客室タイプのご案内となる旨、予め
ご了承ください。

②ご回答までに２～３週間のお時間を頂戴いたします。
③請求書とご回答はＦＡＸ、または郵送にて送信いたします。
④請求書とご回答到着後、１週間以内に指定口座へお振込みをお願いします。
⑤大会参加券・宿泊券・弁当券につきましては、11 月 22 日（水）までにお届けいたします。

【お振込先口座】

三菱東京ＵＦＪ銀行 千代田支店

普通預金口座：5416660

口座名義：株式会社ＪＴＢ中国四国

※お間違えのないよう確認いただき、お振込みをお願いします。



14

（３）大会参加券は旅行契約ではございません。事務局様からの当社代行受付・集金となります。
大会参加券代金につきましては、大会主催事務局との取り決めにより入金後のご返金はできません。予めご
了承ください。

（４）宿泊プランの取消料は以下の通りです。
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
取消基準日は、ＦＡＸ・メールの通信日、又は郵便局の「消印日」と致します。

（５）弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、以下取消料を適用させていただき
ます。
お申込み後の変更・取消は前日の 15：00 までにご連絡をいただき、当方が受理した場合のみ変更・取消を
たまわります。

契約解除の日（宿泊プランについて） 取消料（お一人様）

旅行開始日の
前日から起算して

さかのぼって

１. ８日目にあたる日以前の解除 無料
２. ７日目にあたる日以降の解除（３～５を除く） 旅行代金の 30％
３． 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％
４． 当日の解除（５を除く） 旅行代金の 50％
５． 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の 100％

解除の日（弁当手配について） 取消料（お一人様）
  １. 前日 15：00 までの解除 無料
  ２. 上記１. 以降、当日の解除および無連絡 代金の 100％

６．ご入金後のご返金（インターネット・ＦＡＸ・郵送各お申込み共通）
ご返金が発生した場合は、大会終了後 2018 年１月３１日（水）までに、ご指定の金融機関の口座へご返金
いたします。

７．領収書について
振込明細を領収書に代えますが、領収書が必要な場合、「送付先、領収書宛名、金額」をＦＡＸ、メール、
または郵送にて全人教島根大会受付デスクまでお申し付けください。ＪＴＢが発行する領収書は、宿泊と弁
当分になります。また、事務整理上日数が掛かりますこと、領収書の日付は発行日になりますことをご了承
ください。
大会参加券代金の領収書は、大会参加券に付いているものをご利用ください。

８．貸切バスの駐車場（駐車許可証）について（※松江市内のみ）
　　（インターネット・ＦＡＸ・郵送 各お申込み共通）

松江市内のみ、くにびきメッセ、県立プール跡地（くにびきメッセまで 100m）を確保しております。ご利
用の場合は、インターネット・ＦＡＸ・郵送にて大会参加受付等とあわせてお申込みください。駐車料金は
無料です。事前にバス駐車許可証を送付いたします。
利用可能時間：12月2日（土）のご予約 8：00〜17：30
　　　　　　　12月3日（日）のご予約 8：30〜16：30
※12月2日（土）のご予約のみ、夜間の留め置きが可能です。
　但し、時間外（17：30〜翌日12月3日（日）8：30）は貸切バスの入出庫ができません。
※駐車場内での事故・盗難については、一切その責任を負いません。
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■  ご宿泊のご案内  ■（募集型企画旅行）
受付は先着順となります。大変混み合うことが予想されますので、宿泊施設・客室タイプなどご希望に添えないこ
ともございます。（ＦＡＸ・郵送お申込みの方は、必ず第２希望、第３希望までご記入ください。）また、同一グルー
プの方はできるだけツインや和室など複数名様利用のご協力をお願い致します。

■  お弁当のご案内  ■

12 月 2 日（土）・3 日（日）の 2 日間、昼食のお弁当をご用意いたします。（当日販売はございません。）

【設定日】12 月 2 日（土）・3 日（日）の 2 日間

【金　額】1 食＠ 800 円（お茶付）消費税込　※ 1 日目と 2 日目のお弁当の内容は異なります。

【お受取方法・お受取場所】

12 月 2 日（土）　くにびきメッセ 弁当受付
　※ 11：00 ～ 13：00 の間にお弁当受付にて「弁当券」と引き換えにお弁当をお渡し致します。

12 月 3 日（日）各分散会会場
　① 9：30 までに各分散会会場の受付（弁当担当者）へ「弁当券」を提出し、「弁当引換券」をお受け取りください。
　② 11：30 ～ 12：30 の間に「弁当引換券」と引き換えに、お弁当をお渡し致します。
　※ 2 日目のお弁当引き換えは、弁当券を提出していただいた分散会会場でしか行えません。
　※弁当引き換えは 11：30 以降になります。途中で別の分散会会場へ移動される方は、ご注意ください。

【弁当券】
インターネットお申込みの方：「弁当券」をダウンロード・印刷いただき、切り離して当日必ずお持ちください。

FAX・郵送お申込みの方 ：事前に送付します「弁当券」を当日必ずお持ちください。

【設定日】12 月 1 日（金）・12 月 2 日（土）・12 月 3 日（日）の 3 泊

【宿泊施設】P.19・20 の一覧よりご希望の宿泊施設をお選びください。宿泊条件は施設により異なります。

【ご旅行代金】全て税金・サービス料込みです。
・お食事が不要の場合でも、差額のご返金はございません。
・個人的利用に伴う費用につきましては、ホテルチェックアウト時にご清算ください。

【添乗員】同行致しません。チェックイン・チェックアウトの手続きは、お客様自身で行っていただきます。

【最少催行人員】シングルルーム1名様、ツインルーム2名様、トリプルルーム3名様、和室2名様よりお申込いただけます。
※相部屋の受付はございませんので、ご了承ください。

【宿泊券】
インターネットお申込みの方：「宿泊券」をダウンロード・印刷いただき、切り離して当日必ずお持ちいただき、チェッ

クインをお願いします。
FAX・郵送お申込みの方 ：事前に送付します「宿泊券」を当日必ずお持ちいただき、チェックインをお願いします。
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16 
 

旅行企画実施 ＪＴＢ中国四国松江支店       

観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 1 7 6 9 号    
日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員  
〒690-0001 島根県松江市朝日町 498-6 

松江駅前第一生命ビル 2階 
 

【ご旅行条件（抜粋）】 
 

「第６９回 全国人権・同和教育研究大会｣におかれまして、ご宿泊お申込みのお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結する

ことになります。お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお渡ししますので、内容をご確認ください。 
 
●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）ＪＴＢ中国四国（広島県広島市中区紙屋町２－１－２２ 観光庁長官登録旅行業第１７６９号。以下「当社」

という）が企画・実施する旅行であり、ご宿泊を希望されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を

締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前に  お渡しする

宿泊券、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 
（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 
●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日まで）

にお支払ください。 
●取消料について 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、各箇所記載の金額を取消料として申し受けます。 
●旅行代金に含まれるもの 

   パンフレットに明示した宿泊費、及び消費税等諸税 
   これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。 

●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無に関わらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償に基づき、 
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害に 
ついて、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
・死亡補償金：１５００万円  ・入院見舞金：２～２０万円・通院見舞金：１～５万円 
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。） 

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒書状（継続的に吸入、吸

収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みます。 
ただし、細菌性食物中毒は含みません。＜免責事項＞ 
●国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や

賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身

で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 
●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込

個所にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 
●個人情報の取扱について 
当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく

ほか、お客様がお申し込みいただいた宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な

範囲内で利用させていただきます。また、大会運営に伴い大会主催事務局へ提出し、利用させていただきます。 
●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2017 年 8 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2017 年 8 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として

算出しています。 
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り
旅
行
内
容
が
変
更
さ
れ
、
旅
行
実
施
に
要
す
る
費
用
（
当
該
契
約
内
容
の
変
更

（
４
） の
た
め
に
そ
の
提
供
を
受
け
な
か
っ
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
取
消
料
、
違
約
料
そ
の
他
既

に
支
払
い
、
又
は
こ
れ
か
ら
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
を
含
み
ま
す
。
）
が
増
加
し
た
と

き
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
座
席
・

部
屋
そ
の
他
の
諸
設
備
の
不
足
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
る
変
更
の
場
合
を
除
き
、
当
社
は
そ
の

変
更
差
額
だ
け
旅
行
代
金
を
変
更
し
ま
す
。

　
　
（
５
）当
社
は
、
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
利
用
人
員
に
よ
り
旅
行
代
金
が
異
な
る
旨
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
記

載
し
た
場
合
、
旅
行
契
約
の
成
立
後
に
当
社
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
ず
当
該
利
用
人
員

が
変
更
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
書
面
に
記
載
し
た
範
囲
内
で
旅
行
代
金
を
変
更
し
ま
す
。

１
３
．
お
客
様
の
交
替

　
お
客
様
は
、
当
社
の
承
諾
を
得
て
、
契
約
上
の
地
位
を
別
の
方
に
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
こ
の
場
合
、
お
客
様
は
所
定
の
事
項
を
記
入
の
上
、
当
社
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
こ
の
際
、
交
替
に
要
す
る
手
数
料
と
し
て
所
定
の
金
額
を
い
た
だ
き
ま
す
。
（
既
に
航
空
券
を
発

行
し
て
い
る
場
合
、
別
途
再
発
券
に
関
わ
る
費
用
を
請
求
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
）
ま
た
契
約
上

の
地
位
の
譲
渡
は
、
当
社
が
承
諾
し
た
と
き
に
効
力
を
生
じ
、
以
後
旅
行
契
約
上
の
地
位
を
譲
り

受
け
た
方
が
、
こ
の
旅
行
契
約
に
関
す
る
一
切
の
権
利
及
び
義
務
を
継
承
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

な
お
当
社
は
、
利
用
運
送
機
関
・
宿
泊
機
関
等
が
旅
行
者
の
交
替
に
応
じ
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
、

交
替
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

１
４
．
取
消
料

　
　
旅
行
契
約
の
成
立
後
、
お
客
様
の
ご
都
合
で
旅
行
を
お
取
り
消
し
に
な
る
場
合
に
は
パ
ン
フ
レ

（
１
） ッ
ト
記
載
の
取
消
料
を
、
ご
参
加
の
お
客
様
か
ら
は
１
室
ご
と
の
利
用
人
数
の
変
更
に
対
す
る

差
額
代
金
を
そ
れ
ぞ
れ
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
当
社
の
責
任
と
な
ら
な
い
ロ
ー
ン
の
取
扱
上
の
事
由
に
基
づ
き
、
お
取
り
消
し
に
な
る
場
合
も

（
２
） 所
定
の
取
消
料
を
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
旅
行
代
金
が
期
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
な
い
と
き
は
、
当
社
は
当
該
期
日
の
翌
日
に
お
い
て
お
客

（
３
） 様
が
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
も
の
と
し
、
取
消
料
と
同
額
の
違
約
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
（
４
）お
客
様
の
ご
都
合
に
よ
る
出
発
日
お
よ
び
コ
ー
ス
の
変
更
、
運
送
・
宿
泊
機
関
等
行
程
中
の
一
部

の
変
更
に
つ
い
て
は
、
ご
旅
行
全
体
の
お
取
り
消
し
と
み
な
し
、
所
定
の
取
消
料
を
収
受
し
ま
す
。

１
５
．
旅
行
開
始
前
の
解
除

　
　
お
客
様
の
解
除
権

（
１
）

　
　
①
お
客
様
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
取
消
料
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
い
つ

で
も
旅
行
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
契
約
解
除
の
お
申
し
出
は
、
お
申

し
込
み
店
の
営
業
時
間
内
に
お
受
け
し
ま
す
。

　
　
②
お
客
様
は
次
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
は
取
消
料
な
し
で
旅
行
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
　
　
ａ
．
旅
行
契
約
内
容
が
変
更
さ
れ
た
と
き
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
が
第
２
３
項
の
表
左
欄
に
掲

げ
る
も
の
そ
の
他
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

　
　
　
ｂ
．
第
１
２
項
　
に
基
づ
き
、
旅
行
代
金
が
増
額
改
定
さ
れ
た
と
き
。

（
１
）

　
　
　
ｃ
．
天
災
地
変
、
戦
乱
、
暴
動
、
運
送
、
宿
泊
機
関
等
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
止
、
官

公
署
の
命
令
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
の
安
全
か
つ
円
滑
な
実
施

が
不
可
能
と
な
り
、
又
は
不
可
能
と
な
る
お
そ
れ
が
極
め
て
大
き
い
と
き
。

　
　
　
ｄ
．
当
社
ら
が
お
客
様
に
対
し
、
第
５
項
の
　
に
記
載
の
最
終
旅
行
日
程
表
を
同
項
に
規
定

（
２
）

す
る
日
ま
で
に
お
渡
し
し
な
か
っ
た
と
き
。

　
　
　
ｅ
．
当
社
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
旅
行
日
程
に
従
っ

た
旅
行
実
施
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
。

　
　
③
当
社
は
本
項
　
の
①
に
よ
り
旅
行
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
既
に
収
受
し
て
い
る
旅
行

（
１
）

代
金
（
あ
る
い
は
申
込
金
）
か
ら
所
定
の
取
消
料
を
差
し
引
き
払
い
戻
し
を
い
た
し
ま
す
。
取

消
料
が
申
込
金
で
ま
か
な
え
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
申
し
受
け
ま
す
。
ま
た
本
項
　
の

（
１
）

②
に
よ
り
、
旅
行
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
既
に
収
受
し
て
い
る
旅
行
代
金
（
あ
る
い

は
申
込
金
）
全
額
を
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
。

　
　
当
社
の
解
除
権

（
２
）

　
　
①
お
客
様
が
第
６
項
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に
旅
行
代
金
を
支
払
わ
れ
な
い
と
き
は
、
当
社
は

旅
行
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
は
、
本
項
　
の
①
に
規
定
す
る
取
消

（
１
）

料
と
同
額
の
違
約
料
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
②
次
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
社
は
旅
行
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
ａ
．
お
客
様
が
当
社
の
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
た
性
別
・
年
令
・
資
格
・
技
能
そ
の
他
旅
行
参

加
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
。

　
　
　
ｂ
．
お
客
様
が
第
４
項
の
　
か
ら
　
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明

（
３
）

（
５
）

し
た
と
き
。

　
　
　
ｃ
．
お
客
様
が
病
気
、
必
要
な
介
助
者
の
不
在
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
当
該
旅
行
に
耐
え

ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。

　
　
　
ｄ
．
お
客
様
が
他
の
お
客
様
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
団
体
行
動
の
円
滑
な
実
施
を
妨
げ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。

　
　
　
ｅ
．
お
客
様
が
契
約
内
容
に
関
し
合
理
的
な
範
囲
を
超
え
る
負
担
を
求
め
た
と
き
。

　
　
　
ｆ
．
お
客
様
の
人
数
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
最
少
催
行
人
員
に
満
た
な
い
と
き
。
こ

の
場
合
は
旅
行
開
始
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
１
３
日
目
に
あ
た
る
日
よ
り

前
（
日
帰
り
旅
行
は
３
日
目
に
当
た
る
日
よ
り
前
）
に
旅
行
中
止
の
ご
通
知
を
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
ｇ
．
ス
キ
ー
を
目
的
と
す
る
旅
行
に
お
け
る
降
雪
量
の
不
足
の
よ
う
に
、
当
社
が
あ
ら
か
じ

め
明
示
し
た
旅
行
実
施
条
件
が
成
就
し
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
そ
の
お
そ
れ
が
極
め
て
大

き
い
と
き
。

　
　
　
ｈ
．
天
災
地
変
、
戦
乱
、
暴
動
、
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
中
止
、

官
公
署
の
命
令
そ
の
他
の
当
社
の
関
与
し
得
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
旅
行
日
程
に
従
っ
た
旅
行
の
安
全
か
つ
円
滑
な
実
施
が
不
可
能
と

な
り
、
又
は
不
可
能
と
な
る
お
そ
れ
が
極
め
て
大
き
い
と
き
。

　
　
③
当
社
は
本
項
　
の
①
に
よ
り
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
既
に
収
受
し
て
い
る
旅
行
代

（
２
）

金
（
あ
る
い
は
申
込
金
）
か
ら
違
約
料
を
差
し
引
い
て
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
。
ま
た
本
項
　
（
２
）

の
②
に
よ
り
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
既
に
収
受
し
て
い
る
旅
行
代
金
（
あ
る
い
は

申
込
金
）
の
全
額
を
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
。

１
６
．
旅
行
開
始
後
の
解
除

　
　
お
客
様
の
解
除
権

（
１
）

　
　
①
お
客
様
の
ご
都
合
に
よ
り
途
中
で
離
団
さ
れ
た
場
合
は
、
お
客
様
の
権
利
放
棄
と
み
な
し
、

一
切
の
払
い
戻
し
を
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
　
②
お
客
様
の
責
に
帰
さ
な
い
事
由
に
よ
り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
お
客
様
は
、
取
消
料
を
支
払
う
こ
と
な
く
当
該
不
可
能
に
な

っ
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
係
る
部
分
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
③
本
項
　
の
②
の
場
合
に
お
い
て
、
当
社
は
、
旅
行
代
金
の
う
ち
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
当
該
受
領

（
１
）

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
部
分
に
係
る
金
額
を
旅
行
者
に
払
い
戻
し
ま
す
。
た
だ
し
、

当
該
事
由
が
当
社
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
金
額
か
ら
、

当
該
旅
行
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
取
消
料
、
違
約
料
そ
の
他
の
既
に
支
払
い
、
又
は
こ
れ
か
ら

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
に
係
る
金
額
を
差
し
引
い
た
も
の
を
お
客
様
に
払
い
戻
し

ま
す
。

　
　
当
社
の
解
除
権

（
２
）

　
　
①
当
社
は
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
お
客
様
に
あ
ら
か
じ
め
理
由
を
説
明
し
て
旅
行
契
約

の
一
部
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
ａ
．
お
客
様
が
病
気
、
必
要
な
介
助
者
の
不
在
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
旅
行
の
継
続
に
耐

え
ら
れ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　
　
ｂ
．
お
客
様
が
第
４
項
の
　
か
ら
　
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明

（
３
）

（
５
）

し
た
と
き
。

　
　
　
ｃ
．
お
客
様
が
旅
行
を
安
全
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
添
乗
員
等
そ
の
他
の
者
に
よ
る

当
社
の
指
示
へ
の
違
背
、
こ
れ
ら
の
者
又
は
同
行
す
る
他
の
旅
行
者
に
対
す
る
暴
行
又
は

脅
迫
等
に
よ
り
団
体
行
動
の
規
律
を
乱
し
、
当
該
旅
行
の
安
全
か
つ
円
滑
な
実
施
を
妨
げ

る
と
き
。

　
　
　
ｄ
．
天
災
地
変
、
戦
乱
、
暴
動
、
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
止
、
官

　
　
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
お
客
様
が
暴
力
団
員
、
暴
力
団
関
係
者
、
そ
の
他
反
社
会
的
勢
力
で
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
は
、

（
３
） ご
参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
お
客
様
が
当
社
ら
に
対
し
て
暴
力
的
又
は
不
当
な
要
求
行
為
や
取
引
に
関
し
て
脅
迫
的
な
言
動

（
４
） 若
し
く
は
暴
力
を
用
い
る
行
為
な
ど
を
行
っ
た
場
合
は
、
ご
参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
　
お
客
様
が
風
説
を
流
布
し
た
り
、
偽
計
や
威
力
を
用
い
て
当
社
ら
の
信
用
を
棄
損
し
た
り
業
務

（
５
） を
妨
害
す
る
な
ど
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
、
ご
参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　
健
康
を
害
し
て
い
る
方
、
車
椅
子
な
ど
の
器
具
を
ご
利
用
に
な
っ
て
い
る
方
や
心
身
に
障
が
い

（
６
） の
あ
る
方
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
・
動
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
あ
る
方
、
妊
娠
中
の
方
、
妊
娠
の
可
能

性
の
あ
る
方
、
身
体
障
害
者
補
助
犬
（
盲
導
犬
、
聴
導
犬
、
介
助
犬
）
を
お
連
れ
の
方
そ
の
他

特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
方
は
、
お
申
込
み
の
際
に
、
参
加
に
あ
た
り
特
別
な
配
慮
が
必
要

と
な
る
旨
を
お
申
し
出
下
さ
い
。
（
旅
行
契
約
成
立
後
に
こ
れ
ら
の
状
態
に
な
っ
た
場
合
も
直

ち
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
）
あ
ら
た
め
て
当
社
か
ら
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
旅
行
中
に

必
要
と
な
る
措
置
の
内
容
を
具
体
的
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
　
前
号
の
お
申
し
出
を
受
け
た
場
合
、
当
社
は
、
可
能
か
つ
合
理
的
な
範
囲
内
で
こ
れ
に
応
じ
ま

（
７
） す
。
こ
れ
に
際
し
て
、
お
客
様
の
状
況
及
び
必
要
と
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
お
伺
い
し
、
又
は

書
面
で
そ
れ
ら
を
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
旅
行
の
安
全
か
つ
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
介
助
者
又
は
同
伴
者
の
同
行
、
医
師
の
診

（
８
） 断
書
の
提
出
、
コ
ー
ス
の
一
部
に
つ
い
て
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
等
を
条
件
と
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
お
客
様
か
ら
お
申
し
出
い
た
だ
い
た
措
置
を
手
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
は
旅
行
契
約
の
お
申
込
み
を
お
断
り
し
、
又
は
旅
行
契
約
の
解
除
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
お
客
様
か
ら
の
お
申
し
出
に
基
づ
き
、
当
社
が
お
客
様
の
た
め
に
講
じ

た
特
別
な
措
置
に
要
す
る
費
用
は
原
則
と
し
て
お
客
様
の
負
担
と
し
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
本
項
　
　
　
　
　
の
場
合
で
、
当
社
よ
り
お
客
様
に
ご
連
絡
が
必
要
な
場
合
は
、
　

（
９
）

（
１
）（
２
）（
６
）（
７
）（
８
）

（
１
）

　
は
お
申
し
込
み
の
日
か
ら
、
　
　
　
は
お
申
し
出
の
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
１
週
間
以
内
に

（
２
）

（
６
）（
７
）（
８
）

ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

　
　　
お
客
様
が
ご
旅
行
中
に
疾
病
、
傷
害
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
医
師
の
診
断
又
は
加
療
を
必
要

（１
０）
と
す
る
状
態
に
な
っ
た
と
当
社
が
判
断
す
る
場
合
は
、
旅
行
の
円
滑
な
実
施
を
は
か
る
た
め
必

要
な
措
置
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
に
か
か
る
一
切
の
費
用
は
お
客
様
の
ご
負
担
に

な
り
ま
す
。

　
　　
お
客
様
の
ご
都
合
に
よ
る
別
行
動
は
原
則
と
し
て
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
コ
ー
ス
に
よ
り
別

（１
１）
途
条
件
で
お
受
け
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　　
お
客
様
が
他
の
お
客
様
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
団
体
行
動
の
円
滑
な
実
施
を
妨
げ
る
お
そ
れ

（１
２）
が
あ
る
と
当
社
が
判
断
す
る
場
合
は
、
ご
参
加
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　　
そ
の
他
当
社
の
業
務
上
の
都
合
が
あ
る
と
き
に
は
、
お
申
し
込
み
を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り

（１
３）
ま
す
。

５
．
契
約
書
面
と
最
終
旅
行
日
程
表
の
お
渡
し

　
　
当
社
ら
は
、
旅
行
契
約
成
立
後
速
や
か
に
お
客
様
に
、
旅
行
日
程
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
そ

（
１
） の
他
の
旅
行
条
件
及
び
当
社
の
責
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
書
面
を
お
渡
し
し
ま
す
。

契
約
書
面
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
本
旅
行
条
件
書
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
ま
す
。

　
　
本
項
　
の
契
約
書
面
を
補
完
す
る
書
面
と
し
て
、
当
社
ら
は
お
客
様
に
、
集
合
時
刻
・
場
所
、

（
２
）

（
１
）

利
用
運
送
機
関
、
宿
泊
機
関
等
に
関
す
る
確
定
情
報
を
記
載
し
た
最
終
旅
行
日
程
表
を
遅
く
と

も
旅
行
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
お
渡
し
し
ま
す
。
た
だ
し
、
お
申
し
込
み
が
旅
行
開
始
日
の
前

日
か
ら
起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
７
日
前
以
降
の
場
合
、
旅
行
開
始
日
当
日
に
お
渡
し
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

６
．
旅
行
代
金
の
お
支
払
い

　
旅
行
代
金
は
旅
行
開
始
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
１
３
日
目
に
あ
た
る
日
よ
り
前
に

お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
旅
行
開
始
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て
１
３
日
目
に
あ
た

る
日
以
降
に
お
申
し
込
み
の
場
合
は
、
旅
行
開
始
日
前
の
当
社
ら
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
当
社
と
お
客
様
が
第
２
４
項
に
規
定
す
る
通
信
契
約
を
締
結
し
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
お
客
様
が
提
携
カ
ー
ド
会
社
の
カ
ー
ド
会
員
で
あ
る
場
合
で
、
お
客
様
の
承

諾
が
あ
る
と
き
は
、
提
携
会
社
の
カ
ー
ド
よ
り
お
客
様
の
署
名
無
く
し
て
旅
行
代
金
（
申
込
金
、

追
加
代
金
と
し
て
表
示
し
た
も
の
を
含
み
ま
す
。
）
や
第
１
４
項
に
規
定
す
る
取
消
料
・
違
約
料
、
第

１
０
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
追
加
料
金
及
び
第
１
３
項
記
載
の
交
替
手
数
料
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
場
合
の
カ
ー
ド
利
用
日
は
、
お
客
様
か
ら
お
申
し
出
が
な
い
限
り
、

お
客
様
の
承
諾
日
と
い
た
し
ま
す
。

７
．
旅
行
代
金
に
つ
い
て

　
　
参
加
さ
れ
る
お
客
様
の
う
ち
、
特
に
注
釈
の
な
い
場
合
、
満
１
２
歳
以
上
の
方
は
お
と
な
代
金
、

（
１
） 満
６
歳
以
上
（
航
空
機
利
用
コ
ー
ス
は
満
３
歳
以
上
）１
２
歳
未
満
の
方
は
、
こ
ど
も
代
金
と
な
り

ま
す
。

　
　
旅
行
代
金
は
、
各
コ
ー
ス
ご
と
に
表
示
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
出
発
日
と
ご
利
用
人
数
で
ご
確
認

（
２
） く
だ
さ
い
。

　
　
（
３
）「
旅
行
代
金
」
は
、
第
３
項
の
「
申
込
金
」
、
第
１
４
項
　
の
「
取
消
料
」
、
第
１
４
項
　
の
「
違
約
料
」
、
及
び

（
１
）

（
３
）

第
２
３
項
の
「
変
更
補
償
金
」
の
額
の
算
出
の
際
の
基
準
と
な
り
ま
す
。
募
集
広
告
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

お
け
る「
旅
行
代
金
」
の
計
算
方
は
、「
旅
行
代
金
（
又
は
基
本
代
金
）と
し
て
表
示
し
た
金
額
」
プ
ラ
ス

「
追
加
代
金
と
し
て
表
示
し
た
金
額
」
マ
イ
ナ
ス「
割
引
代
金
と
し
て
表
示
し
た
金
額
」と
な
り
ま
す
。

８
．
旅
行
代
金
に
含
ま
れ
る
も
の

　
　
旅
行
日
程
に
明
示
し
た
運
送
機
関
の
運
賃
・
料
金
（
注
釈
の
な
い
か
ぎ
り
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
）
、

（
１
） 宿
泊
費
、
食
事
代
、
入
場
料
・
拝
観
料
等
及
び
消
費
税
等
諸
税
。

　
　
添
乗
員
が
同
行
す
る
コ
ー
ス
に
お
け
る
添
乗
員
経
費
、
団
体
行
動
に
必
要
な
心
付
。

（
２
）

　
　
そ
の
他
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
、
旅
行
代
金
に
含
ま
れ
る
旨
表
示
し
た
も
の
。

（
３
）

　
上
記
費
用
は
お
客
様
の
ご
都
合
に
よ
り
、
一
部
利
用
さ
れ
な
く
て
も
原
則
と
し
て
払
い
戻
し
は
い

た
し
ま
せ
ん
。

９
．
旅
行
代
金
に
含
ま
れ
な
い
も
の

　
前
項
　
か
ら
　
の
ほ
か
は
旅
行
代
金
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
一
部
を
以
下
に
例
示
い
た
し
ま
す
。

（
１
）

（
３
）

　
　
超
過
手
荷
物
料
金
（
特
定
の
重
量
・
容
量
・
個
数
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
）
。

（
１
）

　
　
空
港
施
設
使
用
料
等
。
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
明
示
し
た
場
合
を
除
き
ま
す
。
）

（
２
）

　
　
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
、
電
報
電
話
料
そ
の
他
の
追
加
飲
食
等
個
人
的
性
質
の
諸
費
用
及
び
そ
れ
に

（
３
） 伴
う
税
・
サ
ー
ビ
ス
料
。

　
　
ご
希
望
者
の
み
参
加
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
・
ツ
ア
ー
（
別
途
料
金
の
小
旅
行
）
の
料
金
。

（
４
）

　
　
運
送
機
関
が
課
す
付
加
運
賃
・
料
金
（
例
：
燃
油
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
）
。

（
５
）

　
　
自
宅
か
ら
発
着
地
ま
で
の
交
通
費
・
宿
泊
費
。

（
６
）

１
０
．
追
加
代
金

　
第
７
項
で
い
う
「
追
加
代
金
」
は
、
以
下
の
代
金
を
い
い
ま
す
。（
あ
ら
か
じ
め
「
旅
行
代
金
」
の
中
に

含
め
て
表
示
し
た
場
合
を
除
き
ま
す
。
）

　
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
当
社
が
「
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
プ
ラ
ン
」
と
称
す
る
ホ
テ
ル
又
は
部
屋
タ
イ
プ

（
１
） の
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
の
た
め
の
追
加
代
金
。

　
　
「
食
事
な
し
プ
ラ
ン
」
等
を
基
本
と
す
る
「
食
事
つ
き
プ
ラ
ン
」
等
の
差
額
代
金
。

（
２
）

　
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
当
社
が
「
延
泊
プ
ラ
ン
」
と
称
す
る
ホ
テ
ル
の
宿
泊
延
長
の
た
め
の
追
加
代

（
３
） 金
。

　
　
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
当
社
が
「
ス
ー
パ
ー
シ
ー
ト
追
加
代
金
」
と
称
す
る
航
空
座
席
の
ク
ラ
ス
変

（
４
） 更
に
要
す
る
運
賃
差
額
。

　
　
そ
の
他
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
「
×
×
×
×
追
加
代
金
」
と
称
す
る
も
の
（
ス
ト
レ
ー
ト
チ
ェ
ッ
ク

（
５
） イ
ン
追
加
代
金
、
航
空
会
社
指
定
ご
希
望
を
お
受
け
す
る
旨
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
記
載
し
た
場

合
の
追
加
代
金
等
）
。

１
１
．
旅
行
契
約
内
容
の
変
更

　
当
社
は
旅
行
契
約
締
結
後
で
あ
っ
て
も
、
天
災
地
変
、
戦
乱
、
暴
動
、
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
旅

行
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
止
、
官
公
署
の
命
令
、
当
初
の
運
行
計
画
に
よ
ら
な
い
運
送
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
そ
の
他
当
社
の
関
与
し
得
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
の
安
全
か
つ
円
滑
な

実
施
を
は
か
る
た
め
止
む
を
得
な
い
と
き
は
、
お
客
様
に
あ
ら
か
じ
め
速
や
か
に
当
該
事
由
が
当

社
の
関
与
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
理
由
及
び
当
該
事
由
と
の
因
果
関
係
を
説
明
し
て
旅
行
日
程
、

旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
や
む

を
得
な
い
と
き
は
変
更
後
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

１
２
．
旅
行
代
金
の
額
の
変
更

　
当
社
は
旅
行
契
約
締
結
後
に
は
、
次
の
場
合
を
除
き
旅
行
代
金
及
び
追
加
代
金
、
割
引
代
金
の
額

の
変
更
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
。

１
．
　
本
旅
行
条
件
書
の
意
義

　
本
旅
行
条
件
書
は
、
旅
行
業
法
第
１
２
条
の
４
に
定
め
る
取
引
条
件
説
明
書
面
及
び
同
法
第
１
２
条
の

５
に
定
め
る
契
約
書
面
の
一
部
と
な
り
ま
す
。

２
．
　
募
集
型
企
画
旅
行
契
約

　
　
こ
の
旅
行
は
、
以
下
の
各
社
の
う
ち
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
す
る
旅
行
会
社
（
以
下
「
当
社
」
と

（
１
） い
い
ま
す
。
）
が
企
画
・
実
施
す
る
旅
行
で
あ
り
、
こ
の
旅
行
に
参
加
さ
れ
る
お
客
様
は
当
社
と

募
集
型
企
画
旅
行
契
約
（
以
下
「
旅
行
契
約
」
と
い
い
ま
す
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
○
（
株
）ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー（
東
京
都
品
川
区
東
品
川
２
－３
－１
１
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
６４
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
国
内
旅
行
企
画（
東
京
都
品
川
区
東
品
川
２
－３
－１
１
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１９
５５
号
）

　
　
○
（
株
）ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー
サ
ン
ア
ン
ド
サ
ン
西
日
本（
大
阪
市
中
央
区
南
本
町
２
－３
－１２
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
８０
３
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
北
海
道（
札
幌
市
中
央
区
北
１
条
西
６
－１
－２
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
９７
８
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
東
北（
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
３
－７
－２
３
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１５
７３
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
関
東（
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
１１

－２
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１５
７８
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
首
都
圏（
東
京
都
品
川
区
上
大
崎
２
－２
４
－９
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
５９
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
セ
ー
ル
ス（
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
３
－２
－５
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
６７
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
中
部（
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
１
－１
－４
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
６２
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
東
海（
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
１
－１
－４
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
６３
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
西
日
本（
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
２
－１
－２
５
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
６８
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
関
西（
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
２
－１
－２
５
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
７５
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
中
国
四
国（
広
島
市
中
区
紙
屋
町
２
－１
－２
２
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
６９
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
九
州（
福
岡
市
中
央
区
長
浜
１
－１
－３
５
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
７０
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
沖
縄（
那
覇
市
お
も
ろ
ま
ち
４
－１
９
－３
０
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１４
９２
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ー
ケ
ティ
ン
グ
＆
トラ
ベ
ル（
東
京
都
品
川
区
東
品
川２

－３
－１１
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第１
７２
３号
）

　
　
○
（
株
）ｉ
．Ｊ
Ｔ
Ｂ（
東
京
都
品
川
区
東
品
川
２
－３
－１
１
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
６６
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
ビ
ジ
ネ
ス
イ
ノ
ベ
ー
タ
ー
ズ（
東
京
都
品
川
区
東
品
川
２
－３

－１
１
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
７６
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
ガ
イ
ア
レ
ッ
ク（
東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
２
－４
３
－１
９
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
７１
２
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
＆
サ
ー
ビ
ス（
東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
５
－７

－２
０
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１７
４７
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
ビ
ジ
ネ
スト
ラ
ベ
ル
ソ
リ
ュ
ー
ショ
ン
ズ（
東
京
都
江
東
区
豊
洲
５
－６
－５
２
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
１５
７１
号
）

　
　
○
（
株
）Ｊ
Ｔ
Ｂ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン（
東
京
都
港
区
芝
３
－２
３
－１
東
京
都
知
事
登
録
旅
行
業
第
２
－７
１１
６
号
）

　
　
○
（
株
）Ｐ
Ｔ
Ｓ（
東
京
都
豊
島
区
高
田
３
－１
３
－２
高
田
馬
場
T
Sビ
ル
１
F
観
光
庁
長
官
登
録
旅
行
業
第
３９
号
）

　
　
当
社
は
お
客
様
が
当
社
の
定
め
る
旅
行
日
程
に
従
っ
て
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
提
供
す
る
運
送
、

（
２
） 宿
泊
そ
の
他
の
旅
行
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
旅
行
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
い
ま
す
。
）
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
手
配
し
、
旅
程
管
理
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
ま
す
。

　
　
旅
行
契
約
の
内
容
・
条
件
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
本
旅
行
条
件
書
、
出
発
前
に
お
渡
し
す
る
最

（
３
） 終
旅
行
日
程
表
と
称
す
る
確
定
書
面
（
以
下
「
最
終
旅
行
日
程
表
」
と
い
い
ま
す
。
）
及
び
、
当
社

旅
行
業
約
款
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
部
（
以
下
「
当
社
約
款
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
よ
り
ま
す
。

３
－１
．
旅
行
の
お
申
し
込
み
と
契
約
の
成
立
時
期

　
　
当
社
又
は
「
受
託
販
売
欄
」
に
記
載
さ
れ
た
当
社
の
受
託
営
業
所
（
以
下
「
当
社
ら
」
と
い
い
ま

（
１
） す
。
）
に
て
必
要
事
項
を
お
申
し
出
の
う
え
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
申
込
金
を
添
え
て
お

申
込
み
い
た
だ
き
ま
す
。
当
社
業
務
の
都
合
上
、
専
用
の
書
面
・
画
面
に
必
要
事
項
を
記
入
い

た
だ
く
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
申
込
金
は
旅
行
代
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
と
き
に
、
そ
の
一

部
と
し
て
繰
り
入
れ
ま
す
。
ま
た
、
旅
行
契
約
は
、
当
社
ら
が
契
約
の
締
結
を
承
諾
し
申
込
金

を
受
領
し
た
と
き
に
成
立
す
る
も
の
と
い
た
し
ま
す
。

　
　
①
当
社
ら
は
電
話
、
郵
便
及
び

（
２
）

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
の
通
信
手
段
に
よ
る
旅
行
契
約
の
予
約
申

し
込
み
を
受
付
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
予
約
の
時
点
で
は
契
約
は
成
立
し
て
お

ら
ず
、
当
社
ら
が
予
約
の
承
諾
の
旨
を
通
知
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
日
以
内
に
お

申
込
み
内
容
を
確
認
の
う
え
、
申
込
金
の
支
払
い
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
期
間
内
に

申
込
金
の
支
払
い
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
当
社
ら
は
お
申
込
み
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
取

り
扱
い
ま
す
。

　
　
②
ネ
ッ
ト
で
予
約
・
店
舗
で
お
支
払
い
を
す
る
場
合
に
は
当
社
ら
が
予
約
の
承
諾
の
旨
を
通
知

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
日
以
内
に
お
申
込
み
内
容
を
確
認
の
う
え
、
申
込
金
の
支

払
い
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
期
間
内
に
申
込
金
の
支
払
い
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
当

社
ら
は
お
申
込
み
は
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　
　
旅
行
契
約
は
、
電
話
に
よ
る
お
申
込
の
場
合
、
本
項
　
に
よ
り
申
込
金
を
当
社
ら
が
受
領
し
た

（
３
）

（
２
）

と
き
に
、
ま
た
、
郵
便
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
お
申
し
込
み
の
場
合
は
、
申
込
金
の
お
支
払
い

後
、
当
社
ら
が
お
客
様
と
の
旅
行
契
約
を
承
諾
す
る
通
知
を
出
し
た
と
き
に
、
成
立
い
た
し
ま

す
。
ま
た
、
電
話
、
郵
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
そ
の
他
の
通
信
手
段
で
お
申
込
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
通
信
契
約
に
よ
っ
て
契
約
を
成
立
さ
せ
る
と
き
は
、
第
２
４
項
　
の
定
め
に
よ
り
契
約
が
成

（
３
）

立
し
ま
す
。

　
　
当
社
ら
は
、
団
体
・
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
旅
行
者
の
代
表
と
し
て
の
契
約
責
任
者
か
ら
、
旅

（
４
） 行
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合
、
契
約
の
締
結
及
び
解
除
等
に
関
す
る
一
切
の
代
理
権
を
有
し
て

い
る
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

　
　
契
約
責
任
者
は
、
当
社
ら
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
構
成
者
の
名
簿
を
当
社
ら
に
提
出
し
な
け
れ

（
５
） ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
ら
は
、
契
約
責
任
者
が
構
成
者
に
対
し
て
現
に
負
い
、
又
は
将
来
負
う
こ
と
が
予
測
さ
れ

（
６
） る
債
務
又
は
義
務
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
ら
は
、
契
約
責
任
者
が
団
体
・
グ
ル
ー
プ
に
同
行
し
な
い
場
合
、
旅
行
開
始
後
に
お
い
て

（
７
） は
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
責
任
者
が
選
任
し
た
構
成
者
を
契
約
責
任
者
と
み
な
し
ま
す
。

３
－２
．
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
特
約

　
当
社
は
、
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
旅
行
が
、
そ
の
時
点
で
満
席
そ
の
他
の
理
由
で
旅
行
契
約
を

締
結
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
お
客
様
が
特
に
希
望
す
る
場
合
は
、
以
下
に
よ
り
、
お
客
様
と

特
約
を
結
ん
で
、
当
社
が
お
客
様
と
旅
行
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
点

で
旅
行
契
約
を
成
立
さ
せ
る
取
扱
い
（
以
下
「
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
取
扱
い
」
と
い
い
ま
す
。
）

を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
お
客
様
が
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
取
扱
い
を
希
望
す
る
場
合
は
、
当
社
は
、
お
客
様
が
当
社
か
ら

（
１
） の
回
答
を
お
待
ち
い
た
だ
け
る
期
間
（
以
下
「
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
期
間
」
と
い
い
ま
す
。
）
を
確
認

の
う
え
、
申
込
書
と
申
込
金
相
当
額
を
ご
提
出
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
時
点
で
は
旅
行
契
約
は

成
立
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
社
は
、
将
来
に
旅
行
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
を
お
約
束
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
は
、
前
　
の
申
込
金
相
当
額
を
「
預
り
金
」
と
し
て
保
管
し
、
お
客
様
と
旅
行
契
約
の
締
結

（
２
）

（
１
）

が
可
能
と
な
っ
た
時
点
で
お
客
様
に
旅
行
契
約
の
締
結
を
承
諾
し
た
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に

預
り
金
を
申
込
金
に
充
当
し
ま
す
。

　
　
旅
行
契
約
は
、
当
社
が
前
　
に
よ
り
、
旅
行
契
約
の
締
結
を
承
諾
し
た
旨
の
通
知
を
当
社
が
お

（
３
）

（
２
）

客
様
に
発
し
た
時
（
た
だ
し
、
こ
の
通
知
が
電
子
承
諾
通
知
の
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
き

は
お
客
様
に
到
達
し
た
時
）
に
成
立
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
期
間
内
に
旅
行
契
約
の
締
結
を
承
諾
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
預

（
４
） り
金
の
全
額
を
お
客
様
に
払
い
戻
し
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
期
間
内
で
当
社
が
旅
行
契
約
の
締
結
を
承
諾
す
る
旨
を
回
答
す
る

（
５
） 前
に
お
客
様
か
ら
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
取
扱
い
を
解
除
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
預

り
金
の
全
額
を
お
客
様
に
払
い
戻
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
お
客
様
か
ら
の
ウ
ェ
イ
テ
ィ
ン
グ
の

取
扱
い
を
解
除
す
る
旨
の
申
出
が
取
消
料
対
象
期
間
に
あ
っ
た
と
き
で
も
当
社
は
取
消
料
を
い

た
だ
き
ま
せ
ん
。

４
．
お
申
し
込
み
条
件

　
　
２
０
才
未
満
の
方
は
親
権
者
の
同
意
書
が
必
要
で
す
。
１
５
歳
未
満
も
し
く
は
中
学
生
以
下
の
方

（
１
） の
ご
参
加
に
は
保
護
者
の
同
行
を
条
件
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
ご
参
加
に
あ
た
っ
て
特
別
の
条
件
を
定
め
た
旅
行
に
つ
い
て
、
参
加
者
の
性
別
、
年
令
、
資
格
、

（
２
） 技
能
そ
の
他
条
件
が
当
社
の
指
定
す
る
条
件
に
合
致
し
な
い
場
合
は
、
ご
参
加
を
お
断
り
す
る
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◯用
３３
０１
００
４
　（
２０
１７
．０
４
）

旅
館
・
ホ
テ
ル
等
に
お
い
て
、
お
客
様
が
酒
類
・
料
理
・
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
等
を
追
加
さ

れ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
消
費
税
な
ど
の
諸
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

受
託
販
売

１
．５
％

３
．０
％

１
．０
％

１
．０
％

１
．０
％

１
．０
％

１
．０
％

２
．５
％

２
．０
％

２
．０
％

２
．０
％

２
．０
％

２
．０
％

５
．０
％

①
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
旅
行

②
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
入
場

　
み
ま
す
。）
そ
の
他
の
旅
行
の
目
的
地
の
変
更

　
機
関
の
等
級
又
は
設
備
の
よ
り
低
い
料
金
の
も
の

　
合
計
額
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載

　
し
た
等
級
及
び
設
備
の
そ
れ
を
下
回
っ
た
場
合
に

　
限
り
ま
す
。）

　
機
関
の
種
類
又
は
会
社
名
の
変
更

⑤
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
本
邦

　
内
の
旅
行
開
始
地
た
る
空
港
又
は
旅
行
終
了
地
た

　
る
空
港
の
異
な
る
便
へ
の
変
更

⑥
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
本
邦

　
内
と
本
邦
外
と
の
間
に
お
け
る
直
行
便
の
乗
継
便

　
又
は
経
由
便
へ
の
変
更

⑦
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
宿
泊

　
機
関
の
種
類
又
は
名
称
の
変
更

⑧
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
宿
泊

　
機
関
の
客
室
の
種
類
、
設
備
又
は
景
観
そ
の
他
の

　
客
室
条
件
の
変
更

　
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
の
ツ
ア
ー
・
タ
イ
ト
ル
中

　
に
記
載
が
あ
っ
た
事
項
の
変
更

１
．０
％

１
．０
％

２
．０
％

２
．０
％

当
社
が
変
更
補
償
金
を
支
払
う
変
更

お
客
様
に
通
知
し
た
場
合

旅
行
開
始
日
の
前
日
ま
で
に

旅
行
開
始
日
以
降
に
お
客
様

に
通
知
し
た
場
合

変
更
補
償
金
の
額
＝
１
件
に
つ
き
下
記
の
率
×
旅
行
代
金

　
へ
の
変
更（
変
更
後
の
等
級
及
び
設
備
の
料
金
の

　
す
る
観
光
地
又
は
観
光
施
設（
レ
ス
ト
ラ
ン
を
含

　
開
始
日
又
は
旅
行
終
了
日
の
変
更

⑨
上
記
①
～
⑧
に
掲
げ
る
変
更
の
う
ち
募
集
パ
ン
フ

③
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
運
送

④
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
記
載
し
た
運
送

　
　
　
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

注
７
：
④
運
送
機
関
の
会
社
名
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
等
級
又
は
設
備
の
よ
り
高
い
も
の
へ
の
変
更
を
伴
う
場
合
に

注
６
：
④
運
送
機
関
の
会
社
名
の
変
更
、
⑦
宿
泊
機
関
の
名
称
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
運
送
・
宿
泊
機
関
そ
の
も
の

注
４
：
④
⑦
⑧
に
掲
げ
る
変
更
が
１
乗
車
船
又
は
１
泊
の
中
で
複
数
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
１
乗
車
船
又
は
１
泊

注
３
：
１
件
と
は
、
運
送
機
関
の
場
合
１
乗
車
船
毎
に
、
宿
泊
機
関
の
場
合
１
泊
毎
に
、
そ
の
他
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の

　
　
　
取
り
扱
い
ま
す
。

　
　
　
さ
れ
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
の
間
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
に
つ
き
１
件
と
し
て

注
１
：
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
記
載
内
容
と
確
定
書
面
の
記
載
内
容
と
の
間
又
は
確
定
書
面
の
記
載
内
容
と
実
際
に
提
供

　
　
　
に
つ
き
１
変
更
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　
　
　
場
合
１
該
当
事
項
毎
に
１
件
と
し
ま
す
。

　
　
　
の
変
更
に
伴
う
も
の
を
い
い
ま
す
。

注
２
：
⑨
に
掲
げ
る
変
更
に
つ
い
て
は
、
①
～
⑧
の
料
率
を
適
用
せ
ず
、
⑨
の
料
率
を
適
用
し
ま
す
。

　
　
負
担
と
し
、
お
客
様
は
当
該
費
用
を
当
社
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
当
社
の
指
定
す
る
方
法
で

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
ク
ー
ポ
ン
券
類
紛
失
の
場
合
、
当
該
ク
ー
ポ
ン
券
類
の
再
発
行
に
伴
う
運
送
機
関
の
運
賃
・
料

（
５
） 金
は
お
客
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
運
賃
・
料
金
は
、
運
送
機
関
が
定
め
る
金

額
と
し
ま
す
。

２
２
．
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
又
は
情
報
提
供

　
　
当
社
の
募
集
型
企
画
旅
行
参
加
中
の
お
客
様
を
対
象
と
し
て
、
別
途
の
参
加
料
金
を
収
受
し
て

（
１
） 当
社
が
企
画
・
実
施
す
る
募
集
型
企
画
旅
行
（
以
下
「
当
社
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
」
と
い
い
ま
す
。
）

の
第
２
０
項
（
特
別
補
償
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
社
は
、
主
た
る
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
内

容
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。
当
社
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
「
企

画
者
：
当
社
」
と
明
示
し
ま
す
。

　
　
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
の
運
行
事
業
者
が
当
社
以
外
で
あ
る
旨
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
明
示
し
た

（
２
） 場
合
に
は
、
当
社
は
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
参
加
中
に
お
客
様
に
発
生
し
た
第
２
０
項
（
特

別
補
償
）
で
規
定
す
る
損
害
に
対
し
て
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
補
償
金
又
は
見
舞
金
を
支
払

い
ま
す
（
但
し
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
の
ご
利
用
日
が
主
た
る
募
集
型
企
画
旅
行
の
「
無

手
配
日
」
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
旨
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
て
記
載
し
た
場
合
を
除
き

ま
す
。
）
。
ま
た
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
の
運
行
事
業
者
の
責
任
及
び
お
客
様
の
責
任
は
、

す
べ
て
、
当
該
運
行
事
業
者
の
定
め
に
拠
り
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
で
「
単
な
る
情
報
提
供
」
と
し
て
可
能
な
ス
ポ
ー
ツ
等
を
記
載
し

（
３
） た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
明
示
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
当
該
可
能
な
ス
ポ
ー
ツ
等
に
参
加
中
に
お

客
様
に
発
生
し
た
損
害
に
対
し
て
は
、
当
社
は
第
２
０
項
の
特
別
補
償
規
程
は
適
用
し
ま
す
（
但

し
、
当
該
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー
の
ご
利
用
日
が
主
た
る
募
集
型
企
画
旅
行
の
「
無
手
配
日
」

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
旨
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
又
は
確
定
書
面
に
て
記
載
し
た
場
合
を
除
き
ま
す
。
）

が
、
そ
れ
以
外
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

２
３
．
旅
程
保
証

　
　
当
社
は
、
次
表
左
欄
に
掲
げ
る
契
約
内
容
の
重
要
な
変
更
が
生
じ
た
場
合
（
た
だ
し
次
の
①
・

（
１
） ②
・
③
で
規
定
す
る
変
更
を
除
き
ま
す
。
）
は
、
第
７
項
で
定
め
る
「
旅
行
代
金
」
に
次
表
右
欄

に
記
載
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
変
更
補
償
金
を
旅
行
終
了
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
０
日

以
内
に
お
客
様
に
支
払
い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
つ
い
て
当
社
に
第
１
９
項
（
１
）
の
規
定
に

基
づ
く
責
任
が
発
生
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
変
更
補
償
金
と
し
て
で
は
な
く
、
損

害
賠
償
金
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
支
払
い
ま
す
。

　
　
①
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
変
更
の
場
合
は
、
当
社
は
変
更
補
償
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。（
た
だ

し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
座
席
・

部
屋
そ
の
他
の
諸
設
備
の
不
足
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
る
変
更
の
場
合
は
変
更
補
償
金
を
支

払
い
ま
す
。
）

　
　
　
ア
．
旅
行
日
程
に
支
障
を
も
た
ら
す
悪
天
候
、
天
災
地
変
　
イ
．
戦
乱
　
ウ
．
暴
動
　
エ
．

官
公
署
の
命
令
　
オ
．
欠
航
、
不
通
、
休
業
等
運
送
・
　
宿
泊
機
関
等
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
中
止
　
カ
．
遅
延
、
運
送
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
変
更
等
当
初
の
運
行
計
画
に
よ
ら
な
い
運

送
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
　
キ
．
旅
行
参
加
者
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
確
保
の
た
め
必
要
な
措
置

　
　
②
第
１
５
項
及
び
第
１
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
旅
行
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
の
当
該
解
除
さ
れ
た

部
分
に
係
る
変
更
の
場
合
、
当
社
は
変
更
補
償
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

　
　
③
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
順
序
が
変
更
に
な
っ
た
場
合

で
も
、
旅
行
中
に
当
該
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
社
は
変
更
補
償
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

　
　
本
項
　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
が
ひ
と
つ
の
旅
行
契
約
に
基
づ
き
支
払
う
変
更
補
償
金

（
２
）

（
１
）

の
額
は
、
第
７
項
で
定
め
る
「
旅
行
代
金
」
に
１
５
％
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
限
と
し
ま
す
。
ま
た

ひ
と
つ
の
旅
行
契
約
に
基
づ
き
支
払
う
変
更
補
償
金
の
額
が
お
ひ
と
り
様
に
つ
き
１
，０
０
０
円
未
満

で
あ
る
と
き
は
、
当
社
は
変
更
補
償
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
は
お
客
様
の
同
意
を
得
て
金
銭
に
よ
る
変
更
補
償
金
・
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
に
替
え
、

（
３
） こ
れ
と
相
応
の
物
品
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
も
っ
て
補
償
を
行
な
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
４
．
通
信
契
約
に
よ
る
旅
行
条
件

　
当
社
ら
は
、
当
社
が
発
行
す
る
カ
ー
ド
又
は
当
社
が
提
携
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
（
以
下

「
提
携
会
社
」
と
い
い
ま
す
。
）
の
カ
ー
ド
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
い
ま
す
。
）
よ
り
「
会
員
の
署
名
な

く
し
て
旅
行
代
金
や
取
消
料
等
の
支
払
い
を
受
け
る
」
こ
と
（
以
下
「
通
信
契
約
」
と
い
い
ま
す
。
）
を

条
件
に
旅
行
の
お
申
込
み
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
通
信
契
約
の
旅
行
条
件
は
通
常
の
旅
行

条
件
と
、
以
下
の
点
で
異
な
り
ま
す
。（
受
託
旅
行
業
者
に
よ
り
当
該
取
扱
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
取
扱
可
能
な
カ
ー
ド
の
種
類
も
受
託
旅
行
業
者
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
）

　
　
本
項
で
い
う
「
カ
ー
ド
利
用
日
」
と
は
、
会
員
及
び
当
社
が
旅
行
契
約
に
基
づ
く
旅
行
代
金
等
の

（
１
） 支
払
い
又
は
払
戻
し
債
務
を
履
行
す
べ
き
日
を
い
い
ま
す
。

　
　
申
し
込
み
に
際
し
、
「
会
員
番
号
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
）
」
、
「
カ
ー
ド
有
効
期
限
」
等
を
当

（
２
） 社
ら
に
通
知
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　（
当
社
が
宿
泊
機
関
の
等
級
を
定
め
て
い
る
場
合
で

　
　
　
　
公
署
の
命
令
そ
の
他
の
当
社
の
関
与
し
得
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
旅
行
の

継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
と
き
。

　
　
②
解
除
の
効
果
及
び
払
い
戻
し

　
　
　
本
項
　
の
①
に
記
載
し
た
事
由
で
当
社
が
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
契
約
を
解
除
し

（
２
）

た
た
め
に
そ
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
に
対
し
て
、
取
消
料

・
違
約
料
そ
の
他
の
名
目
で
既
に
支
払
い
、
又
は
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
お
客
様
の
負
担
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
当
社
は
旅
行
代
金
の
う
ち
、
お

客
様
が
い
ま
だ
そ
の
提
供
を
受
け
て
い
な
い
旅
行
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
部
分
の
費
用
か
ら
当
社

が
当
該
旅
行
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
支
払
い
又
は
こ
れ
か
ら
支
払
う
べ
き
取
消
料
・
違
約
料
そ

の
他
の
名
目
に
よ
る
費
用
を
差
し
引
い
て
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
。

　
　
③
本
項
　
の
①
の
ａ
、
ｄ
に
よ
り
当
社
が
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
お
客
様
の
お
求
め

（
２
）

に
応
じ
て
お
客
様
の
ご
負
担
で
出
発
地
に
戻
る
た
め
の
必
要
な
手
配
を
い
た
し
ま
す
。

　
　
④
当
社
が
本
項
　
の
①
の
規
定
に
基
づ
い
て
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
社
と
お
客
様

（
２
）

と
の
間
の
契
約
関
係
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
消
滅
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
お
客
様
が
既
に

提
供
を
受
け
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
当
社
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
弁
済
が
な
さ

れ
た
も
の
と
し
ま
す
。

１
７
．
旅
行
代
金
の
払
い
戻
し

　
　
当
社
は
、
「
第
１
２
項
の
　
　
　
の
規
定
に
よ
り
旅
行
代
金
を
減
額
し
た
場
合
」
又
は
「
第
１
４
項
か

（
１
）

（
２
）（
３
）（
５
）

ら
第
１
６
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
お
客
様
も
し
く
は
当
社
が
旅
行
契
約
を
解
除
し
た
場
合
」
で
、

お
客
様
に
対
し
払
い
戻
す
べ
き
金
額
が
生
じ
た
と
き
は
、
旅
行
開
始
前
の
解
除
に
よ
る
払
い
戻

し
に
あ
っ
て
は
解
除
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
以
内
に
、
旅
行
代
金
の
減
額
又
は
旅
行
開
始

後
の
解
除
に
よ
る
払
い
戻
し
に
あ
っ
て
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
し
た
旅
行
終
了
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３
０
日
以
内
に
、
お
客
様
に
対
し
当
該
金
額
を
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
項
　
の
規
定
は
、
第
１
９
項
（
当
社
の
責
任
）
又
は
第
２
１
項
（
お
客
様
の
責
任
）
で
規
定
す
る
と
こ

（
２
）

（
１
）

ろ
に
よ
り
、
お
客
様
又
は
当
社
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
　
お
客
様
は
出
発
日
よ
り
１
ヶ
月
以
内
に
お
申
込
店
に
払
戻
し
を
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

（
３
）

　
　
ク
ー
ポ
ン
券
類
の
引
渡
し
後
の
払
戻
し
に
つ
い
て
は
、
お
渡
し
し
た
ク
ー
ポ
ン
券
類
が
必
要
と

（
４
） な
り
ま
す
。
ク
ー
ポ
ン
券
類
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
旅
行
代
金
の
払
戻
し
が
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

１
８
．
添
乗
員

　
　
添
乗
員
同
行
表
示
コ
ー
ス
に
は
、
全
行
程
に
添
乗
員
が
同
行
い
た
し
ま
す
。
添
乗
員
の
行
な
う

（
１
） サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
契
約
書
面
に
定
め
ら
れ
た
日
程
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
業
務
と
い
た
し
ま
す
。
旅
行
中
は
日
程
の
円
滑
な
実
施
と
安
全
の
た
め
添
乗
員
の
指

示
に
従
っ
て
頂
き
ま
す
。
添
乗
員
の
業
務
は
原
則
と
し
て
８
時
か
ら
２
０
時
ま
で
と
し
ま
す
。

　
　
現
地
添
乗
員
同
行
表
示
コ
ー
ス
に
は
、
原
則
と
し
て
旅
行
目
的
地
の
到
着
か
ら
出
発
ま
で
現
地

（
２
） 添
乗
員
が
同
行
い
た
し
ま
す
。
現
地
添
乗
員
の
業
務
は
本
項
　
に
お
け
る
添
乗
員
の
業
務
に
準

（
１
）

じ
ま
す
。

　
　
現
地
係
員
案
内
表
示
コ
ー
ス
に
は
、
添
乗
員
は
同
行
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
現
地
係
員
が
旅
行
を

（
３
） 円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
な
い
ま
す
。

　
　
個
人
型
プ
ラ
ン
に
は
、
添
乗
員
等
は
同
行
い
た
し
ま
せ
ん
。
添
乗
員
等
が
同
行
し
な
い
ご
旅
行

（
４
） は
、
お
客
様
ご
自
身
で
の
旅
程
管
理
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
お
客
様
が
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
ク
ー
ポ
ン
類
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き
は
お
客
様
ご
自
身
で
行
っ
て
頂
き
ま
す
。
交
通
機
関
等
の
サ
－
ビ

ス
提
供
の
中
止
や
お
客
様
の
ご
都
合
で
急
遽
ご
旅
行
を
取
り
止
め
に
す
る
場
合
、
取
扱
販
売
店

に
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
尚
、
取
扱
販
売
店
が
休
業
日
、
又
は
営
業
時
間
外
で
連
絡
が

不
可
能
な
場
合
は
、
ご
自
身
で
、
残
り
の
ご
利
用
予
定
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
関
（
ホ
テ
ル
、
交

通
機
関
等
）
へ
の
取
消
連
絡
や
取
消
処
理
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
取
消
連
絡
・
取
消
処
理
を

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
権
利
放
棄
し
た
こ
と
に
な
り
、
一
切
の
返
金
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　
現
地
添
乗
員
が
同
行
し
な
い
区
間
及
び
現
地
係
員
が
業
務
を
行
な
わ
な
い
区
間
に
お
い
て
、
悪

（
５
） 天
候
等
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
変
更
を
必
要
と
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
代
替

サ
ー
ビ
ス
の
手
配
及
び
必
要
な
手
続
き
は
、
お
客
様
ご
自
身
で
行
っ
て
頂
き
ま
す
。

１
９
．
当
社
の
責
任

　
　
当
社
は
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
履
行
に
あ
た
っ
て
、
当
社
又
は
当
社
が
手
配
を
代
行
さ
せ
た

（
１
） 者
の
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
お
客
様
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
お
客
様
が
被
ら
れ
た
損
害

を
賠
償
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
損
害
発
生
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
以
内
に
当
社
に
対
し
て

通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
ま
す
。

　
　
お
客
様
が
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
事
由
に
よ
り
、
損
害
を
被
ら
れ
た
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、

（
２
） 当
社
は
原
則
と
し
て
本
項
　
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

（
１
）

　
　
①
天
災
地
変
、
戦
乱
、
暴
動
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
に
生
じ
る
旅
行
日
程
の
変
更
も
し
く
は
旅
行

の
中
止
②
運
送
・
宿
泊
機
関
等
の
事
故
、
火
災
に
よ
り
発
生
す
る
損
害
③
運
送
・
宿
泊
機
関

等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
止
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
に
生
じ
る
旅
行
日
程
の
変
更
も
し
く
は
旅

行
の
中
止
④
官
公
署
の
命
令
、
伝
染
病
に
よ
る
隔
離
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
る
旅
行
日

程
の
変
更
、
旅
行
の
中
止
⑤
自
由
行
動
中
の
事
故
⑥
食
中
毒
⑦
盗
難
⑧
運
送
機
関
の
遅
延
・

不
通
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
・
経
路
変
更
な
ど
又
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
る
旅
行
日
程
の

変
更
・
目
的
地
滞
在
時
間
の
短
縮

　
　
手
荷
物
に
つ
い
て
生
じ
た
本
項
　
の
損
害
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
項
　
の
お
客
様
か
ら
の
損
害

（
３
）

（
１
）

（
１
）

通
知
期
間
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
損
害
発
生
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
４
日
以
内
に
当
社
に
対
し
て

申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
賠
償
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、
損
害
額
の
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
当
社
が
行
う
賠
償
額
は
お
１
人
あ
た
り
最
高
１
５
万
円
ま
で
（
当
社
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失

が
あ
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）
と
い
た
し
ま
す
。

２
０
．
特
別
補
償

　
　
当
社
は
前
項
　
の
当
社
の
責
任
が
生
じ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
当
社
約
款
特
別
補
償
規
程
に
よ

（
１
）

（
１
）

り
、
お
客
様
が
募
集
型
企
画
旅
行
参
加
中
に
偶
然
か
つ
急
激
な
外
来
の
事
故
に
よ
り
、
そ
の
生

命
、
身
体
に
被
ら
れ
た
一
定
の
損
害
に
つ
き
ま
し
て
は
死
亡
補
償
金
（
１
５
０
０
万
円
）
・
後
遺
障
害

補
償
金
（
１
５
０
０
万
円
を
上
限
）
・
入
院
見
舞
金
（
２
万
円
～
２
０
万
円
）
及
び
通
院
見
舞
金
（
１
万
円
～
５

万
円
）
を
、
ま
た
手
荷
物
に
対
す
る
損
害
に
つ
き
ま
し
て
は
損
害
補
償
金
（
手
荷
物
１
個
又
は
１
対

あ
た
り
１
０
万
円
を
上
限
、
１
募
集
型
企
画
旅
行
お
客
様
１
名
あ
た
り
１
５
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。
）

を
支
払
い
ま
す
。

　
　
本
項
　
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
社
の
手
配
に
よ
る
募
集
型
企
画
旅
行
に
含
ま
れ
る
旅
行
サ
ー
ビ
ス

（
２
）

（
１
）

の
提
供
が
一
切
行
わ
れ
な
い
日
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
明
示
し
た
場
合
に
限

り
、
当
該
募
集
型
企
画
旅
行
参
加
中
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
　
お
客
様
が
募
集
型
企
画
旅
行
参
加
中
に
被
ら
れ
た
損
害
が
、
お
客
様
の
故
意
、
酒
酔
い
運
転
、

（
３
） 疾
病
等
の
ほ
か
、
募
集
型
企
画
旅
行
に
含
ま
れ
な
い
場
合
で
、
自
由
行
動
中
の
山
岳
登
は
ん

（
ピ
ッ
ケ
ル
、
ア
イ
ゼ
ン
、
ザ
イ
ル
、
ハ
ン
マ
ー
等
の
登
山
用
具
を
使
用
す
る
も
の
）
、
リ
ュ
ー
ジ
ュ
、

ボ
ブ
ス
レ
ー
、
ス
カ
イ
ダ
イ
ビ
ン
グ
、
ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
搭
乗
、
超
軽
量
動
力
機
（
モ
ー
タ
ー

ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー
、
マ
イ
ク
ロ
ラ
イ
ト
機
、
ウ
ル
ト
ラ
ラ
イ
ト
機
等
）
搭
乗
、
ジ
ャ
イ
ロ
プ

レ
ー
ン
搭
乗
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
危
険
な
運
動
中
の
事
故
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

当
社
は
本
項
　
の
補
償
金
及
び
見
舞
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
当
該
運
動
が
募
集
型
企

（
１
）

画
旅
行
日
程
に
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
は
、
現
金
、
有
価
証
券
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
ク
ー
ポ
ン
券
、
航
空
券
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

（
４
） 免
許
証
、
査
証
、
預
金
証
書
・
貯
金
証
書
（
通
帳
及
び
現
金
支
払
機
用
カ
ー
ド
を
含
み
ま
す
。
）
、

各
種
デ
ー
タ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
、
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
等
の
当
社
約
款
に
定
め
ら

れ
て
い
る
補
償
対
象
除
外
品
に
つ
い
て
は
、
損
害
補
償
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
が
本
項
　
に
基
づ
く
補
償
金
支
払
い
義
務
と
前
項
に
よ
り
損
害
賠
償
義
務
を
重
ね
て
負
う

（
５
）

（
１
）

場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
方
の
義
務
が
履
行
さ
れ
た
と
き
は
そ
の
金
額
の
限
度
に
お
い
て
補
償
金

支
払
義
務
・
損
害
賠
償
義
務
と
も
履
行
さ
れ
た
も
の
と
い
た
し
ま
す
。

２
１
．
お
客
様
の
責
任

　
　
お
客
様
の
故
意
、
過
失
、
法
令
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
、
も
し
く
は
お
客
様
が
当
社
約
款

（
１
） の
規
定
を
守
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
当
社
が
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、
当
社
は
お
客
様
か
ら
損
害

の
賠
償
を
申
し
受
け
ま
す
。

　
　
お
客
様
は
、
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
を
締
結
す
る
に
際
し
て
は
、
当
社
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報

（
２
） を
活
用
し
、
お
客
様
の
権
利
義
務
そ
の
他
の
募
集
型
企
画
旅
行
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
お
客
様
は
、
旅
行
開
始
後
に
お
い
て
、
契
約
書
面
に
記
載
さ
れ
た
旅
行
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
受

（
３
） 領
す
る
た
め
、
万
が
一
契
約
書
面
と
異
な
る
旅
行
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
た
と
認
識
し
た
と
き

は
、
旅
行
地
に
お
い
て
速
や
か
に
そ
の
旨
を
添
乗
員
、
斡
旋
員
、
現
地
ガ
イ
ド
、
当
該
旅
行
サ

ー
ビ
ス
提
供
機
関
又
は
お
申
込
店
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
当
社
は
、
旅
行
中
の
お
客
様
が
、
疾
病
、
傷
害
等
に
よ
り
保
護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
と
認
め

（
４
） た
と
き
は
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
が
当
社

の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用
は
お
客
様
の

　
あ
っ
て
、
変
更
後
の
宿
泊
機
関
の
等
級
が
契
約
書

　
面
に
記
載
し
た
宿
泊
機
関
の
等
級
を
上
回
っ
た
場

　
合
を
除
き
ま
す
。）

注
５
：
③
④
に
掲
げ
る
運
送
機
関
が
宿
泊
設
備
の
利
用
を
伴
う
場
合
、
１
泊
に
つ
き
１
件
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　
　
　
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
に
供
し
て
い
る
リ
ス
ト
に
よ
り
ま
す
。

注
８
：
⑦
宿
泊
機
関
の
等
級
は
、
旅
行
契
約
締
結
の
時
点
で
契
約
書
面
に
記
載
し
て
い
る
リ
ス
ト
、
若
し
く
は
当
社

　
　
通
信
契
約
に
よ
る
旅
行
契
約
は
、
当
社
ら
が
旅
行
契
約
の
締
結
を
承
諾
す
る
旨
を
電
話
又
は
郵

（
３
） 便
で
通
知
す
る
場
合
に
は
、
当
社
ら
が
そ
の
通
知
を
発
し
た
時
に
成
立
し
、
当
社
ら
が
e
－
m
a
il

等
の
電
子
承
諾
通
知
に
よ
る
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
場
合
は
、
そ
の
通
知
が
お
客
様
に
到
達
し

た
時
に
成
立
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　
　
当
社
ら
は
提
携
会
社
の
カ
ー
ド
に
よ
り
所
定
の
伝
票
へ
の
会
員
の
署
名
な
く
し
て
「
パ
ン
フ
レ
ッ

（
４
） ト
に
記
載
す
る
金
額
の
旅
行
代
金
」
又
は
「
第
１
４
項
に
定
め
る
取
消
料
」
の
支
払
い
を
受
け
ま
す
。

こ
の
場
合
、
旅
行
代
金
の
カ
ー
ド
利
用
日
は
「
契
約
成
立
日
」
と
し
ま
す
。

　
　
契
約
解
除
の
お
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
、
当
社
ら
は
旅
行
代
金
か
ら
取
消
料
を
差
し
引
い
た
額

（
５
） を
解
除
の
申
し
出
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
以
内
（
減
額
又
は
旅
行
開
始
後
の
解

除
の
場
合
は
、
３
０
日
以
内
）
を
カ
ー
ド
利
用
日
と
し
て
払
い
戻
し
ま
す
。

　
　
与
信
等
の
理
由
に
よ
り
会
員
の
お
申
し
出
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
お
支
払
い
が
で
き
な
い

（
６
） 場
合
、
当
社
ら
は
通
信
契
約
を
解
除
し
、
当
社
ら
が
別
途
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
現
金
に
て
旅

行
代
金
を
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
当
該
期
日
ま
で
に
、
お
支
払
い
い
た
だ
け
な
い
場
合
は
１
４

項
　
の
取
消
料
と
同
額
の
違
約
料
を
申
し
受
け
ま
す
。

（
１
）

２
５
．
国
内
旅
行
保
険
へ
の
加
入
に
つ
い
て

　
ご
旅
行
中
、
け
が
を
し
た
場
合
、
多
額
の
治
療
費
、
移
送
費
等
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
事
故
の
場
合
、
加
害
者
へ
の
損
害
賠
償
請
求
や
賠
償
金
の
回
収
が
大
変
困
難
で
あ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
担
保
す
る
た
め
、
お
客
様
ご
自
身
で
充
分
な
額
の
国
内
旅
行
保
険
に
加
入

さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
国
内
旅
行
保
険
に
つ
い
て
は
、
お
申
込
店
の
販
売
員
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

２
６
．
個
人
情
報
の
取
扱
い

　
　
当
社
ら
は
、
旅
行
申
込
み
の
受
付
に
際
し
、
所
定
の
申
込
書
に
記
載
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
お

（
１
） 客
様
の
個
人
情
報
を
取
得
い
た
し
ま
す
。
お
客
様
が
当
社
に
ご
提
供
い
た
だ
く
個
人
情
報
の
項

目
を
ご
自
分
で
選
択
す
る
こ
と
は
お
客
様
の
任
意
で
す
が
、
全
部
ま
た
は
一
部
の
個
人
情
報
を

提
供
い
た
だ
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
お
客
様
と
の
連
絡
、
あ
る
い
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
手
配

及
び
そ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
の
た
め
に
必
要
な
手
続
き
が
と
れ
な
い
場
合
、
お
客
様
の
お

申
込
、
ご
依
頼
を
お
引
受
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
取
得
し
た
個
人
情
報
は
「
受
託
販
売
欄
」
に
記
載
さ
れ
た
（
総
合
）
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
が

個
人
情
報
管
理
者
を
代
理
し
て
ご
対
応
い
た
し
ま
す
。

　
　
当
社
ら
は
、
前
号
に
よ
り
取
得
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
お
客
様
と
の
連
絡
の
た
め
に
利
用

（
２
） さ
せ
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
お
客
様
が
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
旅
行
に
お
い
て
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の

手
配
及
び
そ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
受
領
の
た
め
の
手
続
に
必
要
な
範
囲
内
で
利
用
し
、
ま
た
、

お
申
込
み
い
た
だ
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記
載
さ
れ
た
運
送
・
宿
泊
機
関
等
及
び
保
険
会
社
、

手
配
代
行
者
に
対
し
、
電
子
的
方
法
等
で
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
提
供
い
た
し
ま
す
。

　
　
そ
の
他
、
当
社
ら
は
、
①
当
社
ら
及
び
当
社
ら
の
提
携
す
る
企
業
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
、
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
ご
案
内
②
旅
行
参
加
後
の
ご
意
見
や
ご
感
想
の
提
供
の
お
願
い
③
ア
ン
ケ
ー
ト
の
お

願
い
④
特
典
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
⑤
統
計
資
料
の
作
成
に
、
お
客
様
の
個
人
情
報
を
利
用
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
旅
行
添
乗
業
務
、
空
港
等
で
の
あ
っ
旋
サ
ー
ビ
ス
業
務
等
に
お
い
て
、
本
項
　
に
よ

（
３
）

（
１
）

り
取
得
し
た
個
人
情
報
を
取
扱
う
業
務
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
他
社
へ
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
場
合
、
当
社
は
当
該
委
託
先
企
業
を
当
社
基
準
に
よ
り
選
定
し
、
秘
密
保
持
に
関

す
る
契
約
を
交
わ
し
た
上
で
個
人
情
報
を
預
託
い
た
し
ま
す
。

　
　
当
社
は
、
当
社
が
保
有
す
る
お
客
様
個
人
デ
ー
タ
の
う
ち
、
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
又
は
メ
ー

（
４
） ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
の
お
客
様
へ
の
連
絡
に
あ
た
り
必
要
と
な
る
最
小
限
の
範
囲
の
も
の
に
つ
い

て
、
当
社
の
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
間
で
共
同
し
て
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
当
該
グ
ル
ー

プ
企
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
営
業
案
内
、
お
客
様
の
お
申
込
の
簡
素
化
、
催
し
物
内
容
等

の
ご
案
内
、
ご
購
入
い
た
だ
い
た
商
品
の
発
送
の
た
め
に
、
こ
れ
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
お
客
様
の
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
・
訂
正
・
削
除
の
お
申
出
窓
口
、
お
客

様
の
個
人
デ
ー
タ
を
共
同
利
用
す
る
当
社
グ
ル
ー
プ
企
業
の
名
称
及
び
個
人
デ
ー
タ
の
管
理
を

行
っ
て
い
る
当
社
グ
ル
ー
プ
企
業
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
h
tt
p：
／
／
w
w
w
．
jt
b
c
o
rp
．
jp
／
jp
／
p
ri
v
a
c
y
／
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
　
当
社
は
、
旅
行
先
で
の
お
客
様
の
お
買
い
物
等
の
便
宜
の
た
め
、
当
社
の
保
有
す
る
お
客
様
の

（
５
） 個
人
デ
ー
タ
を
土
産
物
店
に
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
お
客
様
の
氏
名
、
パ

ス
ポ
ー
ト
番
号
及
び
搭
乗
さ
れ
る
航
空
便
名
等
に
係
る
個
人
デ
ー
タ
を
、
予
め
電
子
的
方
法
等

で
送
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
提
供
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
業
者
へ
の
個
人
デ
ー
タ

の
提
供
の
停
止
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
お
申
込
店
に
出
発
前
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

２
７
．
旅
行
条
件
・
旅
行
代
金
の
基
準

　
本
旅
行
条
件
の
基
準
日
と
旅
行
代
金
の
基
準
日
に
つ
い
て
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
明
示
し
た
日
と

な
り
ま
す
。

２
８
．
そ
の
他

　
　
お
客
様
が
個
人
的
な
案
内
・
買
物
等
を
添
乗
員
等
に
依
頼
さ
れ
た
場
合
の
そ
れ
に
伴
う
諸
費
用
、

（
１
） お
客
様
の
怪
我
、
疾
病
等
の
発
生
に
伴
う
諸
費
用
、
お
客
様
の
不
注
意
に
よ
る
荷
物
紛
失
・
忘

れ
物
回
収
に
伴
う
諸
費
用
、
別
行
動
手
配
に
要
し
た
諸
費
用
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の

費
用
は
お
客
様
に
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
お
客
様
の
ご
便
宜
を
は
か
る
た
め
土
産
物
店
に
ご
案
内
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
お
買
い
物

（
２
） に
際
し
ま
し
て
は
、
お
客
様
の
責
任
で
購
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
当
社
で
は
、
商
品
の
交
換

や
返
品
等
の
お
手
伝
い
は
い
た
し
か
ね
ま
す
。

　
　
お
客
様
が
、
航
空
会
社
が
任
意
で
搭
乗
予
定
便
以
外
の
航
空
機
に
搭
乗
す
る
こ
と
を
お
客
様
に

（
３
） 依
頼
す
る
制
度
（
フ
レ
ッ
ク
ス
ト
ラ
ベ
ラ
ー
制
度
）
に
同
意
を
し
、
当
社
が
手
配
し
た
航
空
機
以

外
に
搭
乗
さ
れ
る
場
合
は
、
当
社
の
手
配
債
務
・
旅
程
管
理
債
務
は
履
行
さ
れ
た
と
し
、
ま
た
、

当
該
変
更
部
分
に
関
わ
る
旅
程
保
証
責
任
・
特
別
補
償
責
任
は
免
責
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
　
当
社
は
い
か
な
る
場
合
も
旅
行
の
再
実
施
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

（
４
）

　
　
当
社
ら
の
募
集
型
企
画
旅
行
に
ご
参
加
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
航
空
会
社
の
マ
イ
レ
ー
ジ
サ
ー

（
５
） ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
同
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
お
問
合
せ
、
登
録
等
は
お

客
様
ご
自
身
で
当
該
航
空
会
社
へ
行
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
利
用
航
空
会
社
の
変
更

に
よ
り
同
サ
ー
ビ
ス
の
条
件
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
で
も
第
１
９
項
　
及
び
第
２
３
項
　
の
責
任
を

（
１
）

（
１
）

負
い
ま
せ
ん
。
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【松江市内】
ホテル
記号

ホテル名
客室

食事記号 部屋タイプ 食事条件 ご旅行代金 アクセス
客室、食事

記号 部屋タイプ 食事条件

① シングル 朝食付 14,000 ① シングル 朝食付

③ ダブル１名利用 朝食付 15,000 ② シングル 食事なし

① シングル 朝食付 14,000 ③ ダブル１名利用 朝食付

④ ツイン 朝食付 13,000 ④ ツイン 朝食付

A3 松江アーバンホテル　レークイン ① シングル 朝食付 7,000 約700m ⑤ ツイン 食事なし

① シングル 朝食付 11,000 ⑥ ツイン１名利用 食事なし

④ ツイン 朝食付 10,000 ⑦ トリプル 朝食付

A5 松江ニューアーバンホテル本館 ① シングル 朝食付 9,000 約1.8km ⑧ 和室２名利用 朝食付

① シングル 朝食付 9,000 ⑨ 和室３名利用 朝食付

④ ツイン 朝食付 8,500 ⑩ 和室４名利用 朝食付

① シングル 朝食付 9,000

④ ツイン 朝食付 8,000

A8 ホテルアルファーワン第２松江 ① シングル 朝食付 8,500 約50m

A9 グリーンリッチホテル松江駅前 ① シングル 朝食付 9,000 約400m

A10 松江プラザホテル（本館） ① シングル 朝食付 8,000 約100m

A11 松江プラザホテル（別館） ① シングル 朝食付 8,000 約100m

① シングル 朝食付 8,300

③ ダブル１名利用 朝食付 9,000

④ ツイン 朝食付 8,000

⑧ 和室２名利用 朝食付 8,000

A13 ドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ松江 ① シングル 朝食付 18,500 約450m

A14 東横イン松江駅前 ① シングル 朝食付 8,500 約400m

A15 松江駅前ユニバーサルホテル ① シングル 朝食付 10,000 約150m

A16 松江ユニバーサルホテル本館 ① シングル 朝食付 10,000 約100m

A17 松江ユニバーサルホテル別館 ① シングル 朝食付 10,000 約100m

A18 レインボープラザ ① シングル 朝食付 9,000 約2km

A19 スーパーホテル島根・松江駅前 ① シングル 朝食付 12,000 約500m

① シングル 朝食付 9,000

④ ツイン 朝食付 7,500

A21 夕景湖畔すいてんかく ⑩ 和室(４名１室) 朝食付 10,500 約2.4km

⑧ 和室(２名１室) 朝食付 13,000

⑨ 和室(３名１室) 朝食付 11,500

⑩ 和室(４名１室) 朝食付 10,500

（ご注意）

　下記（ご注意）欄も必ずご確認ください。

　各宿泊施設からの提供客室を有効利用するため「禁煙／喫煙部屋ご希望」の集約は控えさせていただきます。ご理解とご協力をよろしく

【お部屋について】

　バリアフリー施設をご希望の方は、対応可能施設を可能な限り優先的にご用意いたします。申込書　備考欄にその旨をご記入ください。

　お願いいたします。

A7 ホテルアルファーワン松江

　但し、バリアフリー施設に限りがあり、ご要望にお応えできないことがありますことをご了承ください。

【駐車場・料金について】

　駐車料金は有料の施設がほとんどです。詳細は各宿泊施設にお問い合わせください。駐車料金は、各宿泊施設に直接お支払いください。

　持込み車両の乗務員宿泊が必要な場合は申込みに含めてください。

A12

A6

約500m

松江アーバンホテル 約230m

松江駅から

ホテルルートイン松江

サンラポーむらくも 約2km

A22 玉造国際ホテル

A20

玉造温泉駅
から

約1km

A2 松江エクセルホテル東急

松江ニューアーバンホテル別館

宿泊施設一覧

【食事条件について】

A1 ホテル一畑

【バリアフリーについて】

　お部屋数の確保を第一優先に、各宿泊施設より提供いただいております。受入れにつきましては、条件付きの宿泊施設もございますので、

　同じ宿泊施設で朝食付と食事なしの設定がございます。お部屋のご提供はいただきましたが、食事会場のスペースに限りがあるためです。

約2.4km

約1.8km

約400m

約1.2km

※A11.松江プラザホテル（別館）の朝食場所は、A10.松江プラザホテル（本館）になります。

※以下のホテルのご朝食は、無料サービスとなっております。

　 「A3.松江アーバンホテル　レークイン」、「A14.東横イン松江駅前」、「A15.松江駅前ユニバーサルホテル」、

　 「A16.松江ユニバーサルホテル本館」、「A17.松江ユニバーサルホテル別館」、「A19.スーパーホテル島根・松江駅前」

A4

※以下のホテルにつきまして、本宿泊プランには夕食無料サービスが付きませんので、ご注意ください。

　 「A15.松江駅前ユニバーサルホテル」、「A16.松江ユニバーサルホテル本館」、「A17.松江ユニバーサルホテル別館」
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【出雲市内】
ホテル
記号

ホテル名
客室

食事記号 部屋タイプ 食事条件 ご旅行代金 アクセス
客室、食事

記号 部屋タイプ 食事条件

① シングル 朝食付 8,500 ① シングル 朝食付

④ ツイン 朝食付 7,500 ② シングル 食事なし

① シングル 朝食付 10,000 ③ ダブル１名利用 朝食付

④ ツイン 朝食付 10,000 ④ ツイン 朝食付

① シングル 朝食付 11,500 ⑤ ツイン 食事なし

④ ツイン 朝食付 10,500 ⑥ ツイン１名利用 食事なし

① シングル 朝食付 7,500 ⑦ トリプル 朝食付

④ ツイン 朝食付 7,000 ⑧ 和室２名利用 朝食付

① シングル 朝食付 12,000 ⑨ 和室３名利用 朝食付

⑤ ツイン 食事なし 10,000 ⑩ 和室４名利用 朝食付

① シングル 朝食付 8,500

④ ツイン 朝食付 8,000

B7 ホテルながた ① シングル 朝食付 7,500 約550m

① シングル 朝食付 7,500

④ ツイン 朝食付 7,000

① シングル 朝食付 8,500

④ ツイン 朝食付 7,500

B10 東横イン出雲市駅前 ① シングル 朝食付 8,000 約150m

B11 スーパーホテル出雲駅前 ① シングル 朝食付 13,000 約50m

B12 天然温泉 八雲の湯 ドーミーイン出雲 ① シングル 朝食付 18,500 約50m

B13 ホテルリッチガーデン ① シングル 朝食付 7,500 約2.2km

（ご注意）

【米子市内】
ホテル
記号

ホテル名
客室

食事記号 部屋タイプ 食事条件 ご旅行代金 アクセス
客室、食事

記号 部屋タイプ 食事条件

C1 スマイルホテル米子 ① シングル 朝食付 8,500 約2.3km ① シングル 朝食付

① シングル 朝食付 8,000
約2.2km

② シングル 食事なし

④ ツイン 朝食付 7,500 ③ ダブル１名利用 朝食付

C3 ホテルハーベストイン米子 ① シングル 朝食付 9,000 約100m ④ ツイン 朝食付

C4 米子ワシントンホテルプラザ ① シングル 朝食付 10,500 約150m ⑤ ツイン 食事なし

① シングル 朝食付 13,000 ⑥ ツイン１名利用 食事なし

③ ダブル１名利用 朝食付 14,000 ⑦ トリプル 朝食付

④ ツイン 朝食付 11,000 ⑧ 和室２名利用 朝食付

① シングル 朝食付 8,000 ⑨ 和室３名利用 朝食付

③ ダブル１名利用 朝食付 8,500 ⑩ 和室４名利用 朝食付

④ ツイン 朝食付 8,000

② シングル 食事なし 5,000

⑥ ツイン１名利用 食事なし 7,500

② シングル 食事なし 5,000 約130m

⑤ ツイン 食事なし 5,000

① シングル 朝食付 7,500

④ ツイン 朝食付 6,000

C10 米子ユニバーサルホテル ① シングル 朝食付 10,000 約300m

C11 スーパーホテル米子駅前 ② シングル 食事なし 11,500 約270m

（ご注意）

C7 グリーンホテル米子

ホテルフロンティア

C5

C9 東横イン米子駅前 約230m

ニューウェルシティ出雲 約1km

約850m

米子全日空ホテル 約850m

C6 ホテルアルファーワン米子 約350m

約450m

ひらたメイプルホテル 約550m

B3

B9 ホテルアルファーワン出雲 約200m

出雲市駅から

ツインリーブスホテル出雲 約100m

出雲ロイヤルホテル 約1.8km出雲市駅から

※「C1.スマイルホテル米子」、「C2.ホテルわこう」の最寄駅はＪＲ境線・富士見町駅（約500ｍ）ですが、

　　本数が少ないため、米子駅からの表示にしております。

米子駅から

一畑電鉄
雲州平田駅

西出雲駅から

出雲市駅から

B8

B6

　 「C9.東横イン米子駅前」、「C10.米子ユニバーサルホテル」

B4

　 「C11.スーパーホテル米子駅前」

※以下のホテルにつきまして、本宿泊プランには夕食無料サービスが付きませんので、ご注意ください。

　 「C10.米子ユニバーサルホテル」

※以下のホテルのご朝食は、無料サービスとなっております。

　 「B10.東横イン出雲市駅前」、「B11.スーパーホテル出雲駅前」

※以下のホテルのご朝食は、無料サービスとなっております。

約300m

C2 ホテルわこう

C8

B2

B1 ホテル武志山荘

※以下のホテルにつきまして、本宿泊プランには朝食無料サービスが付きませんので、ご注意ください。

ホテルサンヌーベ 約100m

B5 グリーンリッチホテル出雲
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